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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第107期 第108期 第109期 第110期 第111期 

決算年月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月 

売上高 （千円） 7,392,073 － － － － 

経常損益（△は損失） （千円） △614,230 － － － － 

親会社株主に帰属する当期

純損益（△は損失） 
（千円） △653,303 － － － － 

包括利益 （千円） △589,481 － － － － 

純資産額 （千円） 1,718,704 － － － － 

総資産額 （千円） 9,186,204 － － － － 

１株当たり純資産額 （円） 128.09 － － － － 

１株当たり当期純損益金額

（△は損失） 
（円） △56.44 － － － － 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 16.14 － － － － 

自己資本利益率 （％） △36.60 － － － － 

株価収益率 （倍） － － － － － 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） △896,460 － － － － 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） △153,143 － － － － 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） 697,734 － － － － 

現金及び現金同等物の期末

残高 
（千円） 771,161 － － － － 

従業員数 
（人） 

161 － － － － 

[外、平均臨時雇用者数] (32) (－) (－) (－) (－) 

 （注）１．当社は第108期より連結財務諸表を作成していないため、第108期、第109期、第110期および第111期の連結

会計年度に係る経営指標等の推移については記載しておりません。

２．売上高には消費税等（消費税及び地方消費税をいう）は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．第107期の株価収益率については１株当たり当期純損益金額が損失のため記載しておりません。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第107期 第108期 第109期 第110期 第111期 

決算年月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月 

売上高 （千円） 5,071,132 5,283,389 5,621,017 5,842,022 5,710,827 

経常損益（△は損失） （千円） △564,783 △130,184 76,073 155,508 84,865 

当期純損益（△は損失） （千円） △622,087 13,663 76,688 153,872 96,374 

持分法を適用した場合の投

資利益又は投資損失（△） 
（千円） － △88,096 2,948 3,933 175 

資本金 （千円） 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 

（発行済株式総数） （株） (11,600,000) (11,600,000) (11,600,000) (11,600,000) (11,600,000) 

純資産額 （千円） 2,150,527 2,274,263 2,705,275 4,295,160 3,865,645 

総資産額 （千円） 8,416,904 8,485,156 9,118,800 11,129,230 10,077,207 

１株当たり純資産額 （円） 185.79 196.51 233.40 374.22 336.76 

１株当たり配当額 （円） － － 1.5 5.0 3.0 

(１株当たり中間配当額)   (－) (－) (－) (－) (－) 

１株当たり当期純損益金額

（△は損失） 
（円） △53.74 1.18 6.63 13.37 8.39 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
（円） － － － － 8.34 

自己資本比率 （％） 25.55 26.80 29.61 38.51 38.29 

自己資本利益率 （％） △25.51 0.62 3.08 4.41 2.37 

株価収益率 （倍） － 64.38 14.18 11.82 11.92 

配当性向 （％） － － 22.63 37.40 35.75 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － △164,568 681,900 229,857 442,057 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － 153,003 △181,045 △196,220 △237,606 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － △17,103 △230,237 △111,614 △252,150 

現金及び現金同等物の期末

残高 
（千円） － 686,263 956,880 878,903 831,205 

従業員数 （人） 109 99 96 102 108 

[外、平均臨時雇用者数]   [29] [22] [27] [30] [36] 

 （注）１．売上高には、消費税等（消費税及び地方消費税をいう）は含まれておりません。

２．第107期および第108期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。第109期および第110期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄

化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．第107期の株価収益率及び配当性向については１株当たり当期純損益金額が損失のため記載しておりませ

ん。

４．第107期は、連結財務諸表を作成しているため、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャ

ッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー、現金及び現金同等物の期末残高を記載しておりませ

ん。

５．第107期は、連結財務諸表を作成しているため、持分法を適用した場合の投資利益を記載しておりません。

６．第110期の１株当たり配当額には、第110期記念配当２円を含んでおります。
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２【沿革】

年月 主要事項

大正14年９月 東京都本所区に川俣製罐所を設立（日本製罐株式会社の前身）

昭和17年11月 日本製罐株式会社（大正14年６月設立、資本金10万円）を買収、社名を日本製罐株式会社とする

昭和18年11月 帝都錻力製罐株式会社を合併

昭和20年３月 戦災により全工場焼失

昭和20年11月 埼玉県大宮市寿能町に本社工場を新設

昭和25年３月 本社工場内に印刷工場を新設

昭和32年12月 株式会社玉川を合併

昭和38年12月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場

昭和41年７月 千葉県東金市に千葉工場を新設

昭和43年６月 埼玉県大宮市に吉野町工場を新設

昭和47年12月 本社を吉野町工場に移転、旧本社を寿能工場とする

昭和50年９月 千葉県山武郡九十九里町に千葉工場を移転

昭和51年11月 埼玉県久喜市に久喜工場を新設

  寿能工場を久喜工場に移転

昭和54年６月 加藤製罐株式会社を合併、横浜工場とする

平成11年３月 太陽製罐株式会社の株式所有割合を60.0％へ引き上げ子会社とする

平成11年11月 横浜工場を閉鎖

平成12年12月 本社に18Ｌ缶工場を新設し、久喜工場を閉鎖

平成24年４月

 

太陽製罐株式会社とＪＦＥ製缶株式会社の経営統合を行いＪＮＭホールディングス株式会社の

100％子会社とする

平成25年４月

 

ＪＮＭホールディングス株式会社と太陽製罐株式会社、ＪＦＥ製缶株式会社を合併し新生製缶株

式会社を設立

 
 
３【事業の内容】

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（日本製罐株式会社）及び関連会社１社（新生製缶株式会社）

で構成され、金属缶の製造、販売を主たる業務としております。

 新生製缶株式会社は製造拠点を関西地区に有している18Ｌ缶の専業メーカーで、関東地区においては関東地区に製

造拠点を有する当社が新生製缶株式会社のＯＥＭ生産を行っております。

 また、当社の関連当事者(主要株主)である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社より主たる原材料を仕入れております。

 当社グループの事業に関する各社の位置づけ及び系統図は以下のとおりであります。

 

  （注）当社および新生製缶株式会社はいずれも金属缶の製造販売の単一事業を営んでおります。
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４【関係会社の状況】

関連会社は次のとおりであります。

名称 住所 
資本金 

（千円） 
主要な事業

の内容 
議決権の 
所有割合 

関係内容 

新生製缶株式会社 大阪市大正区 200,000 
金属缶の 

製造販売 

直接 

38.15％ 

同社は関西地区を中心に18Ｌ缶の製

造販売を行うとともに、関東地区に

おいては当社製品の販売を行ってい

る。 

役員の兼任あり。 

 （注）上記関係会社は有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。

 

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

平成28年３月31日現在
 

従業員数（人） 平均年令（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

108 (36) 40.9 13.4 5,345,371
 

事業部門の名称 従業員数（人）

18Ｌ缶の製造部門 40 (14)

美術缶の製造部門 29 (13)

管理部門 39 (9)

合計 108 (36)

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間平均人員を外数で記載しております。

２．平均年間給与（税込み）は基準外賃金及び賞与を含んでおります。

 

(2）労働組合の状況

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係はきわめて円満に運営されており、労使間は今日まで何事もなく

推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

（１）業績

 当事業年度におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融政策を背景に、企業収益や所得環境の改善など緩

やかな回復基調にあるものの、中国をはじめとする新興国の景気減速に加え原油価格の下落の影響により年明けから

為替相場や株式市場が不安定に推移するなど、景気は先行き不透明な状況が続いております。 

 製缶業界の主要顧客である内需型企業は、国内需要の停滞、人手不足などのコストアップ要因等により引き続き厳

しい経営環境にあります。 

 このような中、当社の当事業年度の販売実績は、5,710百万円（前事業年度比131百万円、2.2％の減収）となりま

した。 

 主力製品である18Ｌ缶の売上は、産業用容器の需要減により前事業年度比188百万円、5.1％の減収となりました。 

 一方、美術缶はほぼ予想通り、前事業年度比35百万円、1.9％の増収となりました。 

 また、売上の減少を受けて売上総利益は前事業年度比89百万円減少し、717百万円となりました。 

 販売費及び一般管理費は、経費の削減により、前事業年度比20百万円減少し693百万円となりました。 

 この結果、当事業年度の営業損益は前事業年度比68百万円減少し23百万円の利益となりました。 

 経常損益につきましては、営業外収益200百万円、営業外費用139百万円を計上した結果、前事業年度比70百万円減

少し、84百万円の利益となりました。 

 当期純利益は、96百万円となり、前事業年度比57百万円の減少となりました。 

 なお、当社は金属缶の専業メーカーとして、18Ｌ缶及び美術缶の製造、販売の単一事業を行っており、当該事業以

外に事業の種類はないこと、及び本邦以外の国又は地域に所在する在外支店がないこと、によりセグメント情報の記

載を省略いたします。

（２）キャッシュ・フロー 

 当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は831百万円となり、前事業年度末比47百万円の減少となりまし

た。 

当事業年度における主な増減要因は、以下のとおりであります。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動によるキャッシュ・フローは442百万円の収入となりました。主なプラス要因は減価償却費285百万円、売

上債権の減少202百万円、税引前当期純利益84百万円であり、主なマイナス要因は、仕入債務の減少48百万円、たな

卸資産の増加45百万円等であります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動によるキャッシュ・フローは237百万円の支出となりました。主なマイナス要因は、有形及び無形固定資

産の取得による支出217百万円等であります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動によるキャッシュ・フローは252百万円の支出となりました。主なマイナス要因は長短有利子負債の減少

189百万円、配当金の支払い57百万円、自己株式の取得による支出3百万円等であります。 

 

２【生産、受注及び販売の状況】

（１）生産実績

 当事業年度の生産実績を単一セグメント内の製品別に示すと次のとおりであります。

単一セグメント内製品区分
当事業年度

（自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日）

前年同期比
（％）

18Ｌ缶 （千円） 3,533,401 △5.0

美術缶 （千円） 1,830,224 1.2

その他 （千円） 346,052 6.9

計  （千円） 5,709,677 △2.4

 （注）金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。
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（２）受注状況

 当事業年度における受注状況を単一セグメント内の製品別に示すと次のとおりであります。

単一セグメント内製品区分 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

18Ｌ缶 3,485,108 △6.7 280,371 △13.6

美術缶 1,841,018 △0.6 136,054 4.2

その他 347,272 4.5 16,580 8.0

計 5,673,400 △4.1 433,006 △8.0

 （注）金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。

（３）販売実績

 当事業年度の販売実績を単一セグメント内の製品別に示すと次のとおりであります。

単一セグメント内製品区分
当事業年度

（自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日）

前年同期比（％）

18Ｌ缶  （千円） 3,529,243 △5.1

美術缶  （千円） 1,835,531 1.9

その他  （千円） 346,052 6.9

計       (千円） 5,710,827 △2.2

（注）１．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前事業年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

当事業年度
（自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社明治 1,265,870 21.7 1,329,336 23.3

日本ペイントホールディングス 719,362 12.3 741,989 13.0

 

 

３【対処すべき課題】

今後の当社を取り巻く経営環境を展望しますと、金属缶専業の当社製品の需要につきましては以下のとおり需給ギ

ャップの拡大という厳しい状況が予想されます。

・18Ｌ缶分野においては、需要の減退や容器素材の多様化が予想されます。

・美術缶分野においては、少子化といった社会構造の変化や贈答文化の衰退化といった消費者の生活様式の変化に 

 より、需要が逐年減少するものと予想されます。

・このように市場規模が縮小していく中で、多くの競合他社が存在し業界の供給力に余剰が存在しております。

一方、資源ナショナリズムの高まりと世界経済の急激な変動の影響で、主原材料である鋼材価格を始めとし、印刷

費・輸送費等の価格の変動幅が大きくなり製造コスト・販売コストは今後とも急激に変動する可能性があるものと予

想されております。

かかる状況下、当社が対処すべき当面の課題としましては、

①製造面、販売面でのコストの上昇を速やかに吸収できる柔軟な生産体制を構築していくこと、

②生産体制の合理化、効率化によるコスト低減により市場における価格競争力の優位性を確立していくこと、

③顧客ニーズに密着した製品開発や品質向上による他社製品との差別化を図っていくこと、

④18Ｌ缶業界におけるシェアの維持、拡大を図っていくこと、

⑤財務体質の強化を図っていくこと、

⑥環境問題への取組を積極的に行っていくこと、が挙げられます。

これらの諸課題には、次のとおり対処してまいります。

①品質の維持向上に向けた不断の努力と、あらゆるコストの削減策を実行に移し、お取引先からの継続的な信頼 

を得るよう努めてまいります。

②需要の減少への対策は原価低減による単位当たりの収益性の向上以外になく、これまでも生産体制の集約による

効率化や、２工場（本社工場、千葉工場）の製品規格の統一化を図ってまいりましたが、今後も生産効率の改善を

推進してまいります。

③容器素材の多様化に対応して金属缶以外の素材容器への進出という経営の選択肢は、当社の企業規模や体力に徴

して極めてリスキーでありますので、当面は当社の強みである金属缶に特化して事業を推進して行く所存でありま

す。
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④同業他社との業務提携に積極的に取組んでまいります。

 ＪＦＥコンテイナー株式会社との包括業務提携が、当事業年度も引続き売上高の確保に寄与しており、今後とも

相乗効果の発揮し得る同業他社との資本・技術・業務提携の機会があれば積極的にそれを推進する所存でありま

す。

⑤当社の財務上の課題である高水準の外部有利子負債の圧縮を推進してまいります。

 当面のキャッシュ・フロー政策は、投資活動を工場の合理化や品質向上のための投資に限定抑制対処し、営業活

動によるキャッシュ・フローを財務活動に重点的に振り向け、外部有利子負債の圧縮による財務体質の改善を進め

ることとしております。

 当社の当事業年度末（平成28年３月期）の有利子負債残高は3,391百万円と前事業年度末比189百万円の削減とな

りました。今後は収益力の回復により、3,000百万円まで圧縮することを目標といたします。 

⑥環境問題への社会的要請が高まりつつある中、当社は認証取得した環境ＩＳＯ１４００１のマネジメントシステ

ムの確実な運用を通じて環境問題に対処し、その活動結果については「環境活動レポート」によってホームページ

上で公表しております。

 

４【事業等のリスク】

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。

 なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

１．会社がとっている特異な経営方針に係るもの

  該当事項はありません。

２．財政状態及び経営成績の異常な変動に係るもの

（１）売上高の変動について

 当社の売上高は、前事業年度比減少しました。今後も容器素材の多様化の進展による金属缶の減少に加え、

鋼材価格の上昇に起因した製品価格の上昇等が需要の減少を加速する可能性があり、当社の事業に大きな影響

を与えると見られます。

（２）原材料価格の変動について

 鉄鋼薄板価格の高止まりが当社の業績の圧迫要因となっており、また国際価格は急激かつ大幅に変動する環

境となっており原材料価格の変動分を速やかに製品価格へ転嫁できない場合、当社の業績に影響を及ぼしま

す。

（３）外部負債と金利変動リスクについて

 当社の外部負債は、平成28年３月末現在、短期借入金355百万円、長期借入金（含む１年内）3,036百万円、

合計3,391百万円であります。 

 今後長短金利水準が大きく変動した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（４）賃貸不動産の稼働率について

 当社は本社敷地内に賃貸建物（鉄骨造３階建延べ11,493㎡）を保有しており、賃貸不動産の稼働率が業績に

影響を及ぼす可能性があります。

３．業界状況について

 当社の主力商品である18Ｌ缶業界は、過剰設備が解消せず需給ギャップを抱えており、その結果、稼働率の低

下、過当競争による製品価格の軟調により採算を確保するのが困難という構造的な問題を抱えております。

 今後、需要に見合った業界規模への再編成の動きが出て来るであろうことが予想されますが、その流れのなかで

適切な経営判断を行うことが肝要であると考えております。

 

５【経営上の重要な契約等】

営業の主要部分の賃貸借の概要

契約先 賃貸建物の内容 契約期間

篠崎運輸株式会社
さいたま市北区吉野町２－275

鉄骨造３階建建物のうち、１及び２階部分 延8,207㎡

自 平成26年４月

至 平成31年３月
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６【研究開発活動】

 当社における研究開発の課題は、18Ｌ缶、美術缶とも得意先の要求に対応した製品の開発、及び省資源、産業廃棄

物問題に対応できる製品の開発、更に原価低減を図る設備の開発であります。

（１）18Ｌ缶、美術缶の品質向上と原価低減

（２）省資源に対応する包装容器の開発

（３）得意先のニーズに対応する製品の開発・改良

（４）原価低減に資する設備の開発

なお、当事業年度における研究開発費は、594千円であります。

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当事業年度の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております

が、以下に当社の当事業年度の財政状態及び経営成績についての分析を報告いたします。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 

(1)財政状態に関する分析 

①資産の状況 

 総資産は10,077百万円となり、前事業年度末対比1,052百万円の減少となりました。当事業年度における主な

増減要因は、以下のとおりであります。 

a.流動資産は、以下の要因で202百万円の減少となりました。 

 主な増加要因は、たな卸資産の増加45百万円等であり、主な減少要因は、売掛債権の減少202百万円、現金及

び預金の減少47百万円等であります。 

b.固定資産は、有形固定資産の減少52百万円、システム開発に伴う無形固定資産の増加35百万円、株式の時価評

価減による投資その他の資産の減少832百万円により849百万円の減少となりました。 

各資産の増減内容は以下のとおりとなっております。 

・有形固定資産の主な増加要因は設備の取得による増加198百万円等であり、主な減少要因は減価償却による減

少223百万円等であります。 

・無形固定資産の主な増加要因は、システム開発に伴う増加60百万円、主な減少要因は減価償却による減少24百

万円であります。 

・投資その他の資産の主な増加要因は、株価下落等による投資有価証券の減少811百万円等であります。

②負債の状況 

 負債合計は6,211百万円となり、前事業年度末対比622百万円の減少となりました。 当事業年度における主な

増減要因は、以下のとおりであります。 

a.流動負債は、以下の要因により、201百万円の減少となりました。 

 主な増加要因は、未払費用の増加14百万円、設備関係支払手形の増加12百万円、買掛金の増加10百万円等であ

り、主な減少要因は、短期有利子負債の減少129百万円、支払手形の減少59百万円、未払消費税等の減少48百万

円等であります。 

b.固定負債は、以下の要因により、421百万円の減少となりました。 

 主な増加要因は、退職給付引当金の増加13百万円等であります。 

 主な減少要因は、繰延税金負債の減少369百万円、長期借入金の減少60百万円であります。 

③純資産の状況 

純資産合計は3,865百万円となり、前事業年度末対比429百万円の減少となりました。 

 当事業年度における主な増減要因は、利益剰余金の増加38百万円(当期純利益96百万円)、その他有価証券評価

差額金の減少467百万円等であります。 
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(2）当事業年度の経営成績の分析 

①販売実績

 当社の当事業年度の販売実績は5,710百万円（前事業年度比131百万円、2.2％の減収）となりました。

 主力製品である18Ｌ缶の販売数量は、国内産業の活動水準の低下による産業用容器の需要減に伴い4.3％の減

少となり、前事業年度比188百万円、5.1％の減収となりました。 

 美術缶は需要の回復により、前事業年度比35百万円、1.9％の増収となりました。 

②損益実績 

 当事業年度の売上総利益は、売上高の減少を受けて、前事業年度比89百万円減少し、717百万円となりまし

た。 

 販売費及び一般管理費は、経費の削減により、前事業年度比20百万円減少し693百万円となりました。 

 この結果、当事業年度の営業損益は前事業年度比68百万円減少し23百万円の利益となりました。 

 経常損益につきましては、不動産賃貸料、受取配当金等により営業外収益200百万円を計上し、不動産賃貸費

用、支払利息等により営業外費用139百万円を計上した結果、前事業年度比70百万円減少し、84百万円の利益と

なりました。 

 当期純利益は、96百万円となり、前事業年度比57百万円の減少となりました。 

 

(3)キャッシュ・フローの状況

 当事業年度においては、営業活動によるキャッシュ・フロー442百万円のプラスで、投資活動によるキャッシ

ュ・フローのマイナス237百万円と、財務活動によるキャッシュ・フローのマイナス252百万円に充当いたしまし

た。

 この結果、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は831百万円となり、前事業年度末比47百万円の減

少となりました。 

 

(4)経営成績に重要な影響を与える要因について

①需要動向

 当社を取り巻く事業環境は、国内産業の活動水準の低下、少子高齢化、容器素材の多様化による金属缶の需要

減少という需要動向の下、激しい競争が続いております。

②原材料価格の動向

 主原料である鉄鋼薄板の価格は高止まりの状態にあり、引続き収益の圧迫要因となっております。

 当社といたしましては、引続き生産効率の改善に努めると共に、原価上昇についてのお取引先のご理解を得る

よう努力してまいります。

③金融情勢の動向

 前述のとおり、当社の有利子負債は引続き高水準にあり、今後の金融情勢によっては収益の圧迫要因となる可

能性を抱えております。

 

(5)経営戦略の現状と見通し

①収益体質の改善

 当社は次項「生産効率の改善」の他、原価の変動に即応した販売価格の維持、事務効率の改善による経費の削

減等を推進し、収益体質を改善し、営業損益の黒字定着化を図ってまいります。

②生産効率の改善

 当社販路の拡大による増収効果とともに、生産技術・開発技術の強化による生産効率の改善を目指しておりま

す。

③有利子負債の圧縮による財務体質の改善

 当社は、従前より「営業活動によるキャッシュ・フローを重点的に財務体質の改善に振り向けていく」との方

針を採ってまいりましたが、今後ともこの方針を継続してまいる所存であり、3,000百万円まで圧縮することを

目標としております。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

 当社の当事業年度における設備投資の目的、内容及び投資金額は次のとおりであります。

 当事業年度
セグメント 区分 金額（千円） 内容 目的

金属缶の

製造販売事業

有形固定資産 172,263
当社18Ｌ缶美術缶工場の製造設備の合
理化、改修 経常的な改修、更新、合理化

無形固定資産 60,202 当社生産管理システムの改修 経常的な改修、更新、合理化
計   232,466    

(注)１．金額には消費税等は含んでおりません。

  ２．所要資金は自己資金並びに金融機関からの借入金で賄っております。

  ３．上記以外にさいたま市北区の本社内に賃貸建物を有しており、その設備投資の金額、内容、目的は次のとお

りです。

    ①金額  17,961千円     ②内容  改修工事等     ③目的  定期的な改修・利便性の向上

なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

２【主要な設備の状況】

 当社の主要な設備は、次のとおりであります。

（平成28年３月31日現在） 
 

事業所名 
（所在地） 

事業部門
等の名称 設備の内容 

帳簿価額 
従業員

数 
（人） 

建物及び
構築物 

（千円） 

機械装置 
及び運搬

具 
（千円） 

土地 
（千円） 

（面積㎡） 

リース資
産 

（千円） 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

本社工場 

（さいたま市北区） 

美術缶並

びに18Ｌ

缶の製造 

美術缶並び

に18Ｌ缶の

生産設備 

1,601,698 312,590 
68,280 

(16,140) 
7,215 40,161 2,029,946 

95 

(29) 

千葉工場 

(千葉県山武郡九十九里町) 

美術缶並

びに18Ｌ

缶の製造 

美術缶並び

に18Ｌ缶の

生産設備 

104,283 37,577 
39,951 

(4,920) 
－ 1,799 183,612 

13 

(7) 

計 1,705,981 350,168 
108,232 

(21,060) 
7,215 41,961 2,213,558 

108 

(36) 

（注）上記以外に、さいたま市北区の本社内に賃貸不動産を有しておりその概要は次のとおりであります。

①建物面積    11,493㎡     ②土地面積    13,470㎡   ③帳簿価額  賃貸不動産  729,101千円

 

（注）１．帳簿価額のうち「その他」は工具器具及び備品及び建設仮勘定であります。なお、金額には消費税等は含

     まれておりません。

      ２．従業員数の（ ）は、臨時従業員数を外書しております。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

 当社の設備投資については、景気予測、得意先動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。

 なお、当事業年度末現在において重要な設備の新設、及び重要な設備の除却、売却については該当事項がありませ

ん。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種  類 発行可能株式総数（株）

普通株式 49,000,000

計 49,000,000
 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数（株）

(平成28年３月31日)
提出日現在発行数（株）
(平成28年６月29日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 11,600,000 11,620,000
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数
1,000株

計 11,600,000 11,620,000 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成28年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使

により発行された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 第１回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

   平成25年10月29日取締役会決議

 
事業年度末現在

（平成28年３月31日）

提出日の前月末現在

（平成28年５月31日）

新株予約権の数（個）       20 （注）１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）     20,000 （注）２ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり１円 同左

新株予約権の行使期間
自 平成25年11月13日

至 平成55年11月12日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価額及び資本組入額（円）

発行価額  108

資本組入額  54
同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するとき

は、当社取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項
（注）４ 同左
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 第２回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション） 

   平成26年10月30日取締役会決議

 
事業年度末現在

（平成28年３月31日）

提出日の前月末現在

（平成28年５月31日）

新株予約権の数（個）       15 （注）１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）     15,000 （注）２ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり１円 同左

新株予約権の行使期間
自 平成26年11月14日

至 平成56年11月13日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価額及び資本組入額（円）

発行価額  120

資本組入額  60
同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するとき

は、当社取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項
（注）４ 同左

 

 第３回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション） 

   平成27年10月29日取締役会決議

 
事業年度末現在

（平成28年３月31日）

提出日の前月末現在

（平成28年５月31日）

新株予約権の数（個）       48 （注）１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）     48,000 （注）２ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり１円 同左

新株予約権の行使期間
自 平成27年11月13日

至 平成57年11月12日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価額及び資本組入額（円）

発行価額  110

資本組入額  55
同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するとき

は、当社取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項
（注）４ 同左

 

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株とします。 

２．割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行 

  う場合で付与株式数の調整を行うことが適切な時には、次の算式により調整するものします。ただ 
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  し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株 

  式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるもの 

  とします。 

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率 

３．（１）新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役および監 

査役の地位を喪失した日の翌日から10日（10日目が休日に当たる場合には前営業日）を経過す 

る日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものします。 

（２）新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち１名（以下、「権利承継 

者」という。）に限り、新株予約権者が死亡した日の翌日から１年以内に限り、権利行使をす 

ることができるものとします。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株 

予約権を相続できないものとします。 

（３）上記以外の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものと 

します。 

４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または 

株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為 

の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホ 

までに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそ 

れぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨 

を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計 

画において定めた場合に限るものとします。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。 

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とします。（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件を勘案のうえ、残存新株予約権の定めに準じて決定します。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記 

（３）に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じ 

て得られる金額とします。 

②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが 

できる再編成対象会社の株式１株当たり１円とします。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

残存新株予約権の当該期間（以下「権利行使期間」という。）の開始日と組織再編行為の効 

力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとします。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す 

る事項 

残存新株予約権の定めにに準じて決定します。 

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するもの 

とします。 

（８）その他新株予約権の行使の条件 

残存新株予約権の定めに準じて決定します。 

（９）新株予約権の取得事由及び条件 

残存新株予約権の定めに準じて決定します。 

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 
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 第１回有償新株予約権 

   平成28年３月25日取締役会決議

 
事業年度末現在

（平成28年３月31日）

提出日の前月末現在

（平成28年５月31日）

新株予約権の数（個） －       83 （注）１

新株予約権のうち自己新株予約権（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 － 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） －     83,000 （注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） － １株当たり100円

新株予約権の行使期間 － 
自 平成30年７月１日

至 平成33年４月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価額及び資本組入額（円）
－ 

発行価額  114

資本組入額  57 

新株予約権の行使の条件 － （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 －

譲渡による新株予約権の取得

については、取締役会の決議

による承認を要するものとす

る。 

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項
－ （注）４ 

 

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株とします。 

２．割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行 

  う場合で付与株式数の調整を行うことが適切な時には、次の算式により調整するものします。ただ 

  し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株 

  式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるもの 

  とします。 

   調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率 

３．新株予約権の行使の条件

（１）新株予約権者は、平成29年３月期または平成30年３月期のいずれかの期における当社の有価証券報告

書に記載される損益計算書において営業利益を計上している場合に限り、本新株予約権を行使するこ

とができるものとする。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更

があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。

（２）新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役また

は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると

取締役会が認めた場合は、この限りではない。

（３）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

（４）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過すること

となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

（５）各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

４．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収合併、新設分割、株式交換または株

式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力

発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲

げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件の基づきそれぞれ交付す

ることとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契

約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場

合に限るものとする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
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（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、第１回有償新株予約権発行要項に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

組織再編行為の条件を勘案のうえ、第１回有償新株予約権発行要項に準じて決定する。

（５）新株予約権を行使することができる期間 

第１回有償新株予約権発行要項に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれ

か遅い日から、第１回有償新株予約権発行要項に定める行使期間の末日までとする。

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

第１回有償新株予約権発行要項に準じて決定する。

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

（８）その他新株予約権の行使の条件

第１回有償新株予約権発行要項に準じて決定する。

（９）新株予約権の取得事由及び条件 

第１回有償新株予約権発行要項に準じて決定する。

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 

 

 第１回第三者割当新株予約権 

   平成28年４月28日取締役会決議

 
事業年度末現在

（平成28年３月31日）

提出日の前月末現在

（平成28年５月31日）

新株予約権の数（個） －      2,320 （注）１

新株予約権のうち自己新株予約権（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 － 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） －     2,320,000 （注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） － １株当たり93円 

新株予約権の行使期間 － 
自 平成28年５月16日

至 平成30年５月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価額及び資本組入額（円）
－

発行価額  93.62

資本組入額  46.81

新株予約権の行使の条件 － （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項  

新株予約権の譲渡について

は、取締役会の承認を要する

ものとする。

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項
－ （注）４ 

 

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株とします。 

２．本新株予約権の目的である株式の数 

（１）本新株予約権の目的である株式の総数は、2,320,000株とする（本新株予約権１個あたりの目的であ

る株式の数（以下「割当株式数」という。）は1,000株とする。）。但し、本項第(2)号及び第(3)号

により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数

に応じて調整されるものとする。

（２）当社が第10項の規定に従って行使価額（第９項第(2)号に定義する。以下同じ。）の調整を行う場合

には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新

株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。

なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第10項に定める調整前行使価額及

び調整後行使価額とする。
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  調整後割当株式数 ＝ 
調整前割当株式数 × 調整前行使価格 

調整後行使価格 

（３）調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第10項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調

整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

（４）割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約

権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適

用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことが

できない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

３．新株予約権の行使の条件 

（１）本新株予約権の行使によって保有することとなる株式数が、本新株予約権の発行決議日時点における

当社発行済株式総数の10％を超えることとなる場合の、当該10％を超える部分にかかる新株予約権の

行使はできない。

（２）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過すること

となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

（３）各本新株予約権の一部行使はできない。 

４．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社とな吸収

分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社と

なる株式移転（以下「組織再編行為」と総称する。）を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の

直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分

割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下「再編当事会

社」と総称する。）は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交

付するものとする。

（１）新たに交付される新株予約権の数 

新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整す

る。調整後の１個未満の端数は切り捨てる。

（２）新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類 

再編当事会社の同種の株式 

（３）新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未満の端数は切り上げる。

（４）新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１円未満の端数は切り上げる。 

（５）新たに交付される新株予約権にかかる行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合

における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編

行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件

第11項ないし第14項、第16項及び第17項に準じて、組織再編行為に際して決定する。 

（６）新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限 

新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要す 

る。 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

    該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減
額（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金
残高（千円）

平成13年３月12日 △240,000 11,600,000 － 630,000 － 136,773

(注)１．上記の発行済株式総数減少数は、利益による自社株買入消却によるものであります。

２．平成28年５月31日に第三者割当新株予約権の行使により、発行済株式総数が20,000株、資本金が936

千円増加しております。
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（６）【所有者別状況】

平成28年３月31日現在 
 

区分 

株式の状況（１単元の株式数1,000株） 
単元未満株式

の状況（株） 
政府及び地

方公共団体 
金融機関 

金融商品

取引業者 

その他の

法人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 4 14 25 4 － 822 869 － 

所有株式数（単元） － 853 133 4,122 8 － 6,422 11,538 62,000 

所有株式数の割合（％） － 7.39 1.15 35.73 0.07 － 55.66 100 － 

 （注）１．自己株式142,336株は個人その他に142単元、単元未満株式の状況に336株含まれております。

２．上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。

 

（７）【大株主の状況】

    平成28年３月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 東京都中央区日本橋１－４－１ 1,560 13.45 
新日鐵住金株式会社 東京都千代田区丸の内２－６－１ 1,050 9.05 
村山 信也 東京都西多摩郡瑞穂町 585 5.04 
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１－５－５ 569 4.91 
大宮中央ビル商店街協同組合 埼玉県さいたま市大宮区大門町２－７３ 462 3.98 
福松 博史 東京都足立区 420 3.62 
伊藤 正美 埼玉県鴻巣市 293 2.52 
日罐取引先持株会 埼玉県さいたま市北区吉野町２－２７５ 275 2.37 
スチールリーフ株式会社 東京都葛飾区亀有５－４８－１５ 239 2.06 
川俣 靜子 埼玉県さいたま市北区 232 2.00 

計 － 5,686 49.02 

 

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 142,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 11,396,000 11,396 －

単元未満株式 普通株式 62,000 － －

発行済株式総数 11,600,000 － －

総株主の議決権 － 11,396 －

 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。

    また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成28年３月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

日本製罐株式会社
埼玉県さいたま市 
北区吉野町２－２７５ 142,000 － 142,000 1.22

計 － 142,000 － 142,000 1.22
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（９）【ストックオプション制度の内容】

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法に
よるものであります。
 当該制度の内容は、以下のとおりであります。

① 平成25年10月29日取締役会決議

第１回新株予約権

決議年月日 平成25年10月29日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役２名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

同上

 

② 平成26年10月30日取締役会決議

第２回新株予約権

決議年月日 平成26年10月30日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役２名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

同上

 

③ 平成27年10月29日取締役会決議

第３回新株予約権

決議年月日 平成27年10月29日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役３名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

同上
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④ 平成28年３月25日取締役会決議

第１回有償新株予約権

決議年月日 平成28年３月25日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役２名、当社従業員14名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

同上

 

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数（株）
価額の総額

（円）

取締役会（平成28年１月28日）での決議状況

（取得期間 平成28年２月１日～平成29年１月31日）
116,000 17,500,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 43,000 3,990,000

残存決議株式の総数及び価額の総額 73,000 13,510,000

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 62.9 77.2

当期間における取得自己株式 15,000 1,508,000

提出日現在の未行使割合（％） 50.0 68.6

    (注)当期間における取得自己株式には、平成28年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの 

     取得による株式数は含まれておりません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数 
（株）

処分価額の 
総額（円）

株式数 
（株）

処分価額の 
総額（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － － 

消却の処分を行った取得自己株式 － － － － 

合併、株式交換、会社分割に係る移転を
行った取得自己株式

－ － － － 

その他 48,000 6,360,000 － － 

保有自己株式数 142,336 － 157,336 － 

 (注)当事業年度の内訳は、新株予約権の権利行使（株式数48,000株、処分価額の総額6,360,000円）

  であります。

 

- 19 -



３【配当政策】
当社は、利益配分につきましては、会社の収益状況を勘案しながら安定した配当を継続することを基本にしつつ

も、企業体質の強化、今後の事業展開に備えるための内部留保の充実などをも考慮して決定したいと考えておりま
す。
当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当社は、前事業年度において１株当たり５円の配当（うち記念配当２円）を実施いたしましたが、当事業年度につ

きましては、業績等を勘案し１株当たり３円の配当とすることといたしました。
当社は「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定め

ております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額

（千円）

１株当たりの配当額

（円）

平成28年６月29日

定時株主総会決議
34,372 3

 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第107期 第108期 第109期 第110期 第111期
決算年月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月

最高（円） 107 88 151 180 168
最低（円） 68 57 65 87 84

（注）株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成27年10月 11月 12月 平成28年１月 ２月 ３月
最高（円） 128 125 122 104 102 114
最低（円） 112 115 99 85 84 93

（注）株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
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５【役員の状況】

男性 10名 女性 １名 （役員のうち女性の比率9.1％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 

所有 
株式数 
（千

株） 

代表取締役社長   馬 場 敬太郎 昭和28年12月９日生 

 
昭和51年４月 伊藤忠商事株式会社入社 
平成13年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社鋼材第二本

部鋼材貿易第二部長代行 
平成15年４月 同社鋼材第二本部薄板部長 
平成18年６月 日本製罐株式会社 

取締役営業部長兼購買部長 
平成19年６月 代表取締役専務 

営業部長兼管理部長 
平成24年６月 専務取締役 

営業部長兼管理部長 
平成26年４月 
平成26年６月 

専務取締役兼営業部長 
専務取締役 社長補佐 

平成27年６月 代表取締役社長（現任） 
平成28年６月 新生製缶株式会社代表取締役社長

（現任） 
 

(注)4 128 

代表取締役 

常務 
製造部長 須 賀 章 二 昭和28年４月７日生 

 
昭和51年４月 日本製罐株式会社入社 
平成11年６月 千葉工場長 

平成24年７月 製造部長 
平成25年６月 取締役製造部長 
平成28年６月 代表取締役常務兼製造部長（現任） 
 

(注)4 16 

取締役 経理部長 前 原  進 昭和29年１月８日生 

 
昭和51年４月 伊藤忠商事株式会社入社 
平成22年４月 伊藤忠シェアードマネジメントサー

ビス株式会社出向 
財務サービス部門長兼伊藤忠商事株

式会社財務部外国為替担当部長 
平成23年６月 伊藤忠メタルズ株式会社出向 

ＣＦＯ 
平成24年３月 伊藤忠商事株式会社退職 
平成24年４月 伊藤忠メタルズ株式会社入社 

ＣＦＯ 
平成28年３月 伊藤忠メタルズ株式会社退職 
平成28年５月 日本製罐株式会社顧問 
平成28年６月 取締役経理部長（現任） 
  

(注)4 － 

取締役 
千 葉 
工 場 長 

田 中  優 昭和30年３月31日生 

 
昭和52年４月 日本製罐株式会社入社 
平成16年４月 
平成20年６月 

製造第二部次長 
取締役製造部長 

平成24年６月 
平成24年６月 

取締役製造部長辞任 
顧問 

平成27年６月 顧問兼新生製缶株式会社代表取締役

会長 
平成28年６月 新生製缶株式会社代表取締役退任 
平成28年６月 当社取締役千葉工場長（現任） 
 

(注)4 16 

取締役 技術部長 土 屋 昭 雄 昭和40年８月５日生 

 
昭和59年４月 
平成25年４月 

日本製罐株式会社入社 
技術部次長兼生産技術課長 

平成26年１月 
平成28年６月 

技術部長 
取締役技術部長（現任） 

 

(注)4 1 

取締役   高 橋 俊 彦 昭和36年３月11日 

 
昭和58年４月 丸紅株式会社入社 
平成17年４月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 

鋼材第二本部付出向 
P.T.POSMI STEEL,INDONESIA社長 

平成22年４月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 
鋼材第一本部鋼材貿易部長 

平成26年４月 
平成27年４月 

同社鋼材第二本部薄板貿易部長 
同社執行役員鋼材第二本部長（現

任） 
平成28年６月 当社取締役（現任） 

 

(注)4 － 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 

所有 
株式数 
（千

株） 

取締役   御 園 愼一郎 昭和28年３月12日 

 
昭和52年４月 自治省入省 
平成12年７月 2002FIFAワールドカップ日本組織委

員会業務局長 
平成14年９月 総務省自治財政局財務調整課長 

同大臣官房会計課長 
平成15年10月 内閣官房地域再生推進室副室長 
平成17年９月 
 

厚生労働省官房審議官（老健局・社

会局担当） 
平成19年７月 
平成20年10月 

総務省官房審議官（財政担当） 
地域公共団体金融機構理事 

平成22年４月 
 

愛知東邦大学人間学部・経営学部教

授 
平成22年４月 
平成28年６月 

大阪大学招聘教授（現任） 
当社取締役（現任） 

  

(注)4 － 

 常勤監査役   加 松 哲 夫 昭和30年８月15日生 

 
昭和54年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みず

ほ銀行）入行 
平成14年12月 株式会社みずほコーポレート銀行事

務推進部長 
平成18年３月 同行決済営業部長 
平成20年４月 みずほ銀行鶴見駅前支店付審議役 

株式会社バンテック・グループ・ホ

ールディングス（現株式会社バンテ

ック）出向 
平成21年５月 株式会社バンテック執行役員情報シ

ステム部長 
平成23年５月 株式会社みずほフィナンシャルスト

ラテジー取締役 
平成27年１月 東京不動産管理株式会社顧問 
平成27年３月 同社常務取締役 
平成28年６月 当社常勤監査役（現任） 
 

(注)7 － 

監査役   関 根 英 俊 昭和25年10月21日生 

 
昭和49年４月 関根金作税理士事務所入所 
昭和54年７月 税理士登録 
平成11年３月 関根英俊税理士事務所開設、所長就

任（現任） 
平成23年６月 当社監査役（現任） 
 

(注)6 30 

監査役   後 藤 昌 之 昭和43年６月15日生 

 
平成５年４月 伊藤忠商事株式会社入社 
平成18年５月 広州太平洋馬口鐡有限公司出向 

同社薫事兼副総経理 
平成22年７月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 

鋼材第二本部長付 
平成24年６月 当社取締役経営企画部長 
平成25年４月 取締役経営企画部長兼総務部長 

平成26年４月 取締役経営企画部長兼管理部長 

平成27年７月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 
鋼材第二本部特板部容器課長（現

任） 
平成28年６月 当社監査役（現任） 
 

(注)5 6 

監査役    川 俣 絵 理 昭和51年９月16日生 

 
平成18年６月 ケイ・アイプランニング代表取締役

社長（現任） 
平成28年６月 当社監査役（現任） 
 

(注)6 39 

        計   237 

（注）１.取締役高橋俊彦、取締役御園愼一郎は、社外取締役であります。

      ２.監査役加松哲夫、監査役関根英俊、監査役川俣絵理は、社外監査役であります。

      ３.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠

      監査役１名を選任しております。

      補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 氏名 生年月日 略歴 所有株式数（千株） 

吉 田 幸 司 昭和45年2月13日生 

 
平成４年４月 丸紅株式会社入社 
平成24年４月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 

特板部特板貿易課長 
平成27年４月 同社特板部長代行 

 

－ 

   ４.平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
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    ５.平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

   ６.平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

   ７.平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

 ①企業統治の体制

 イ．企業統治の体制の概要

当社は公開会社である大会社として、株主総会、取締役、取締役会、監査役会、会計監査人の機関設計を

行っております。

取締役会は７名（うち２名が「社外取締役」）の取締役で、監査役会は４名（うち３名が「社外監査

役」）の監査役で構成し、会社の重要な業務執行の決議並びに監査を行っております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりです。

 

 ロ．企業統治の体制を採用する理由 

当社は単一の事業を行っており、２事業所（工場）と限られた管理スパンでの事業展開であり相互監視、

牽制の容易な事業遂行環境にあります。従いまして、取締役会の内部統制と監査役及び会計監査人の監査で

充分に企業統治の実があがるものと考えており、各種委員会等の企業統治に関わる別途の組織は設けており

ません。

 ハ.内部統制システムの整備の状況

「ロ．企業統治の体制を採用する理由」に記載のとおり、当社は相互監視、牽制の容易な事業遂行環境に

ある為、専任の内部監査部門は設置しておりませんが、経営企画部に内部監査機能を担わせております。

また、当社の内部統制システムは、経営企画部が主導し、随時モニタリングを実施し、整備及び運用状況

の検討・評価・改善を行っております。

 

 ニ．リスク管理体制の整備の状況

リスク管理は経営そのものであるとの理念のもと、全社的に管理すべき経営リスク23項目を確定し、取締

役会で管理フォローすることを機関決定しており、各取締役の固有職責においてリスク軽減に取り組み、１

年サイクルのＰＤＣＡを行っております。

 ②内部監査及び監査役監査の状況

 イ．内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続

上記の経営企画部の内部監査担当者をリーダーとする４人のプロジェクトチームを組成し、各メンバーが

他の組織の業務に関してモニタリングを行っております。
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監査役を補助する使用人は置いておりませんが、監査役監査は、取締役会その他の重要な会議への出席、

取締役等からの営業報告の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、各事業所における業務及び財産の状況調査で進

められております。

 ロ．内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係

監査役は、上記のモニタリングの結果について都度報告を受けており、また会計監査人とは密に連携をと

っております。

当社の会計監査人は東陽監査法人で、業務を執行した公認会計士は、金野栄太郎、安達則嗣の各指定社員

であります。

当社の会計監査業務に係る補助者は６人で、全員が公認会計士であります。

 ③社外取締役及び社外監査役 

 イ．社外取締役及び社外監査役の員数

社外取締役 ２名  社外監査役 ３名 

当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役７名中の２名

を社外取締役、監査役４名中の３名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コー

ポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な立場からの経営監視の機能が重要と考えてお

り、社外監査役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が

整っているため、現状の体制としております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、上場証券取引

所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を指定することを目指す

としております。

 ロ.社外取締役と当社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役高橋俊彦氏は、当社の筆頭株主である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の役員であり、当社と同社との

間に原材料仕入の取引関係があります。

社外取締役御園愼一郎氏は、大阪大学招聘教授であり、当社との人的関係、資本関係、取引関係はありま

せん。

 ハ.社外監査役と当社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 

社外監査役加松哲夫氏は、東京不動産管理株式会社の役員であり、当社との人的関係、資本関係、取引関

係はありません。

社外監査役関根英俊氏は、関根英俊税理士事務所の所長であり、当社との人的関係、資本関係、取引関係

はありません。 

社外監査役川俣絵理氏は、ケイ・アイプランニング株式会社の役員であり、当社と同社との間に管理手数

料の取引関係があります。

なお、社外監査役各氏の所有している当社の株式数は、「５ 役員の状況」に記載のとおりであります。

 ニ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役高橋俊彦氏は、豊富なビジネス経験と幅広い見識を活かし、当社の経営全般に助言をいただく

ことで、当社の経営体制を強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役御園愼一郎氏は、総務省での豊富な経験や幅広い見識を監査に活かしていただけるものと判断

し、社外取締役として選任しております。

社外監査役加松哲夫氏は、金融業での豊富な経験や知識を監査に活かしていただけるものと判断し、社外

監査役として選任しております。

社外監査役関根英俊氏は、税理士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保

するための助言・提言を行っております。 

社外監査役川俣絵理氏は、ケイ・アイプランニング株式会社の代表取締役としての豊富な経験と幅広い見

識を監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。

 ホ．社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と

  の関係

監査役による内部監査は、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役等からの営業報告の聴

取、重要な決裁書類等の閲覧、各事業所の業務及び財産の状況調査、経営企画部からの内部監査報告の聴取

等の形で進められ、会計監査人とは密に連携をとっております。
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④役員報酬等 

イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

区分 
報酬等の総額
（千円） 

 報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる役員
の員数（人） 基本報酬（千円） 

ストックオプショ
ン（千円） 

退職慰労金

取締役（社外取締
役を除く） 

38,348 28,952 4,831 4,565 5 

監査役（社外監査
役を除く）

15,776 15,776 － － 2 

社外役員 2,677 2,677 － － 1 

ロ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

 総額（千円） 対象となる役員の員数（人） 内容

19,605 2 従業員としての給与であります。 

ハ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

⑤株式保有の状況 

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

22銘柄 3,162,611千円

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目  

的 

前事業年度

特定投資株式

銘柄
株式数
（株）

貸借対照表計上額
（千円）

保有目的

日本ペイントホールディ
ングス㈱

519,683 2,286,606 販売先との取引円滑化を図るため

明治ホールディングス㈱ 76,106 1,114,952 販売先との取引円滑化を図るため
㈱みずほフィナンシャル
グループ

801,700 169,238 主力銀行との取引円滑化を図るため

㈱武蔵野銀行 27,500 110,962 準主力銀行との取引円滑化を図るため
㈱ＡＤＥＫＡ 44,179 68,654 販売先との取引円滑化を図るため
昭和産業㈱ 135,995 62,829 販売先との取引円滑化を図るため
ＪＦＥコンテイナー㈱ 110,000 50,050 販売先との取引円滑化を図るため
大日精化工業㈱ 43,731 27,025 販売先との取引円滑化を図るため
藤倉化成㈱ 33,000 18,183 販売先との取引円滑化を図るため
ＤＩＣ㈱ 29,694 10,392 販売先との取引円滑化を図るため

 

当事業年度

特定投資株式

銘柄
株式数
（株）

貸借対照表計上額
（千円）

保有目的

明治ホールディングス㈱ 152,212 1,377,518 販売先との取引円滑化を図るため
日本ペイントホールディ
ングス㈱

520,091 1,298,668 販売先との取引円滑化を図るため

㈱みずほフィナンシャル
グループ

801,700 134,765 主力銀行との取引円滑化を図るため

㈱武蔵野銀行 27,500 77,962 準主力銀行との取引円滑化を図るため
㈱ＡＤＥＫＡ 44,405 72,958 販売先との取引円滑化を図るため
昭和産業㈱ 139,876 65,182 販売先との取引円滑化を図るため
ＪＦＥコンテイナー㈱ 110,000 37,950 販売先との取引円滑化を図るため
大日精化工業㈱ 43,731 19,678 販売先との取引円滑化を図るため
藤倉化成㈱ 33,000 16,797 販売先との取引円滑化を図るため
ＤＩＣ㈱ 29,694 7,987 販売先との取引円滑化を図るため

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並び

に当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額 

該当事項はありません。

⑥取締役の定数及び選任の決議要件 

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

  また、取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
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⑦株主総会決議事項を取締役会で決議できるとしている事項 

イ．自己株式の取得

 当社は、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会決議によって市場取引等により自己の株式を取得

できる旨定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うことを目的とす

るものであります。

ロ．中間配当の決定機関

 当社は、会社法第454条第５項の規定に基づき、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって毎年９月

30日を基準日として、中間配当をすることができる旨定款で定めております。これは、剰余金の配当等を取締

役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑧株主総会の特別決議要件 

 当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めており

ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを

目的とするものであります。

 

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度 当事業年度
監査証明業務に基づく報酬

（千円）
非監査業務に基づく報酬

（千円）
監査証明業務に基づく報酬

（千円）
非監査業務に基づく報酬

（千円）

9,000 － 12,800 －
 

②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

④【監査報酬の決定方針】

監査日程等を考慮して決定しております。
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第５【経理の状況】

１.財務諸表の作成方法について 

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて

作成しております。

２.監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（平成27年４月１日から平成28年３月31日ま

で）の財務諸表について、東陽監査法人による監査を受けております。 

 なお、当社の監査人は次のとおり異動しております。

  前事業年度  監査法人セントラル

  当事業年度  東陽監査法人

 臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

 （１）異動に係る監査公認会計士等

    監査法人セントラル

    東陽監査法人

 （２）異動の年月日

    平成27年６月26日

 （３）監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合（概要）

   ① 異動監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日 平成26年６月27日

   ② 異動監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

     該当事項はありません。

   ③ 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

     当社の会計監査人であります監査法人セントラルは、平成27年６月26日開催の第110期定時株主総会終結の

    時をもって任期満了により退任となります。そこで、新たに東陽監査法人を会計監査人として選出し、充実し

    た監査体制を目指すものです。

   ④ 上記③の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見

     特段の意見はない旨の回答を得ております。

３．連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 

  当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。

 具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制

を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、各種研修会へ積極的に参加しております。
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１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

    (単位：千円) 

  前事業年度 
(平成27年３月31日) 

当事業年度 
(平成28年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 878,903 831,205 

受取手形 157,370 169,326 

電子記録債権 495,654 272,952 

売掛金 981,768 990,238 

商品及び製品 101,526 101,708 

仕掛品 323,026 325,655 

原材料及び貯蔵品 78,982 121,575 

前払費用 15,009 13,059 

未収入金 951 6,220 

その他 3,920 2,300 

貸倒引当金 △599 △709 

流動資産合計 3,036,515 2,833,532 

固定資産    

有形固定資産    

建物 ※１ 4,826,022 ※１ 4,894,144 

減価償却累計額 △3,099,307 △3,202,279 

建物（純額） 1,726,714 1,691,865 

構築物 ※１ 167,154 ※１ 168,056 

減価償却累計額 △150,959 △153,939 

構築物（純額） 16,194 14,116 

機械及び装置 ※２ 5,427,360 ※２ 5,418,593 

減価償却累計額 △5,050,594 △5,069,071 

機械及び装置（純額） 376,765 349,521 

車両運搬具 53,241 51,181 

減価償却累計額 △51,628 △50,534 

車両運搬具（純額） 1,612 646 

工具、器具及び備品 356,738 385,277 

減価償却累計額 △333,608 △353,937 

工具、器具及び備品（純額） 23,130 31,339 

土地 ※１ 108,232 ※１ 108,232 

リース資産 8,880 8,880 

減価償却累計額 △555 △1,665 

リース資産（純額） 8,325 7,215 

建設仮勘定 4,697 10,622 

有形固定資産合計 2,265,671 2,213,558 

無形固定資産    

電話加入権 577 577 

ソフトウエア 33,571 9,443 

ソフトウエア仮勘定 － 59,370 

無形固定資産合計 34,148 69,390 
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    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成27年３月31日) 
当事業年度 

(平成28年３月31日) 

投資その他の資産    

投資有価証券 ※１ 3,974,082 3,162,611 

賃貸不動産 ※１ 1,553,054 ※１ 1,571,015 

減価償却累計額 △805,181 △841,913 

賃貸不動産（純額） 747,873 729,101 

関係会社株式 1,059,995 1,059,995 

出資金 850 850 

従業員に対する長期貸付金 1,240 1,490 

長期前払費用 6,695 4,467 

その他 2,160 2,208 

投資その他の資産合計 5,792,895 4,960,724 

固定資産合計 8,092,715 7,243,674 

資産合計 11,129,230 10,077,207 

負債の部    

流動負債    

支払手形 388,984 329,605 

買掛金 1,143,876 1,154,836 

短期借入金 ※１ 559,000 ※１ 355,000 

1年内返済予定の長期借入金 ※１ 1,008,176 ※１ 1,082,556 

リース債務 1,198 1,198 

未払金 52,966 61,458 

未払費用 55,756 70,022 

未払法人税等 17,158 3,818 

未払事業所税 18,017 18,054 

未払消費税等 48,036 － 

預り金 25,309 26,806 

賞与引当金 36,619 37,547 

設備関係支払手形 57,752 69,897 

その他 300 1,240 

流動負債合計 3,413,151 3,212,041 

固定負債    

長期借入金 ※１ 2,013,828 ※１ 1,953,702 

リース債務 7,792 6,593 

繰延税金負債 1,312,953 943,544 

長期預り金 36,294 38,314 

退職給付引当金 13,952 27,887 

役員退職慰労引当金 18,447 13,882 

資産除去債務 11,348 11,496 

その他 6,302 4,099 

固定負債合計 3,420,918 2,999,520 

負債合計 6,834,069 6,211,561 
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    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成27年３月31日) 
当事業年度 

(平成28年３月31日) 

純資産の部    

株主資本    

資本金 630,000 630,000 

資本剰余金    

資本準備金 136,773 136,773 

資本剰余金合計 136,773 136,773 

利益剰余金    

利益準備金 157,500 157,500 

その他利益剰余金    

別途積立金 1,395,866 1,395,866 

土地圧縮積立金 21,886 22,881 

固定資産圧縮積立金 350,862 352,499 

退職手当積立金 6,000 6,000 

繰越利益剰余金 △685,867 △650,323 

利益剰余金合計 1,246,248 1,284,423 

自己株式 △19,522 △17,152 

株主資本合計 1,993,500 2,034,044 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 2,292,359 1,824,405 

評価・換算差額等合計 2,292,359 1,824,405 

新株予約権 9,301 7,195 

純資産合計 4,295,160 3,865,645 

負債純資産合計 11,129,230 10,077,207 
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②【損益計算書】

    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成28年３月31日) 

売上高 5,842,022 5,710,827 

売上原価    

製品期首たな卸高 94,812 101,526 

当期製品製造原価 ※１ 5,047,647 ※１ 4,997,698 

合計 5,142,459 5,099,224 

製品期末たな卸高 106,913 105,764 

売上原価 ※２ 5,035,546 ※２ 4,993,460 

売上総利益 806,476 717,366 

販売費及び一般管理費    

運賃及び荷造費 270,061 268,152 

従業員給料及び手当 167,322 157,330 

役員報酬 45,600 31,805 

株式報酬費用 4,529 4,831 

賞与引当金繰入額 12,052 11,083 

支払手数料 36,463 43,437 

減価償却費 54,107 40,422 

退職給付費用 11,967 10,955 

その他 112,244 125,911 

販売費及び一般管理費合計 714,349 693,930 

営業利益 92,127 23,436 

営業外収益    

受取利息 223 159 

受取配当金 31,385 38,278 

不動産賃貸料 144,299 149,464 

その他 25,307 13,086 

営業外収益合計 201,216 200,989 

営業外費用    

支払利息 57,083 52,036 

手形売却損 5,012 4,697 

売上債権売却損 463 － 

電子記録債権売却損 4,198 5,772 

不動産賃貸費用 32,616 39,050 

賃貸建物減価償却費 37,529 36,732 

その他 930 1,270 

営業外費用合計 137,834 139,560 

経常利益 155,508 84,865 

特別利益    

投資有価証券売却益 5,581 1 

特別利益合計 5,581 1 

特別損失    

固定資産除却損 ※３ 4,536 ※３ 698 

特別損失合計 4,536 698 

税引前当期純利益 156,553 84,168 

法人税、住民税及び事業税 20,655 10,017 

法人税等調整額 △17,974 △22,223 

法人税等合計 2,681 △12,206 

当期純利益 153,872 96,374 

 

- 31 -



【製造原価明細書】

   
前事業年度

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

当事業年度
（自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日）

区分
注記 
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ 材料費   3,456,284 68.3 3,356,448 67.1

Ⅱ 労務費   507,724 10.0 560,091 11.2

Ⅲ 経費   1,100,544 21.7 1,083,787 21.7

（うち減価償却費）   (207,414)   (208,215)  

（うち外注加工費）   (625,451)   (617,315)  

当期総製造費用   5,064,554 100 5,000,327 100

期首仕掛品たな卸高   306,119   323,026  

合計   5,370,673   5,323,353  

期末仕掛品たな卸高   323,026   325,655  

当期製品製造原価   5,047,647   4,997,698  

 （注） 原価計算の方法は、等級別総合原価計算によっております。
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自平成26年４月１日 至平成27年３月31日）

                (単位：千円) 

  株主資本 

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

  

資本準備金 利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計   別途積立金 土地圧縮積

立金 
固定資産圧
縮積立金 

退職手当積
立金 

繰越利益剰
余金 

当期首残高 630,000 136,773 157,500 1,395,866 21,223 345,042 6,000 △815,902 1,109,729 

当期変動額                   

当期純利益               153,872 153,872 

土地圧縮積立金の
積立         663     △663 － 

固定資産圧縮積立
金の積立           18,637   △18,637 － 

固定資産圧縮積立
金の取崩           △12,817   12,817 － 

剰余金の配当               △17,353 △17,353 

自己株式の取得                   

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額） 

                  

当期変動額合計 － － － － 663 5,820 － 130,035 136,519 

当期末残高 630,000 136,773 157,500 1,395,866 21,886 350,862 6,000 △685,867 1,246,248 

 

         

  株主資本 
評価・換算
差額等 

新株予約権 純資産合計 

  自己株式 株主資本合
計 

その他有価
証券評価差
額金 

当期首残高 △4,156 1,872,347 827,792 5,136 2,705,275 

当期変動額           

当期純利益   153,872     153,872 

土地圧縮積立金の
積立   －     － 

固定資産圧縮積立
金の積立   －     － 

固定資産圧縮積立
金の取崩   －     － 

剰余金の配当   △17,353     △17,353 

自己株式の取得 △15,366 △15,366     △15,366 

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額） 

    1,464,567 4,165 1,468,732 

当期変動額合計 △15,366 121,153 1,464,567 4,165 1,589,885 

当期末残高 △19,522 1,993,500 2,292,359 9,301 4,295,160 
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当事業年度（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）

                (単位：千円) 

  株主資本 

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

  

資本準備金 利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計   別途積立金 

土地圧縮積
立金 

固定資産圧
縮積立金 

退職手当積
立金 

繰越利益剰
余金 

当期首残高 630,000 136,773 157,500 1,395,866 21,886 350,862 6,000 △685,867 1,246,248 

当期変動額                   

当期純利益               96,374 96,374 

土地圧縮積立金の
積立         994     △994 － 

固定資産圧縮積立
金の積立           14,737   △14,737 － 

固定資産圧縮積立
金の取崩           △13,100   13,100 － 

剰余金の配当               △57,263 △57,263 

自己株式の取得                   

自己株式の処分               △936 △936 

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額） 

                  

当期変動額合計 － － － － 994 1,637 － 35,544 38,175 

当期末残高 630,000 136,773 157,500 1,395,866 22,881 352,499 6,000 △650,323 1,284,423 

 

         

  株主資本 評価・換算
差額等 

新株予約権 純資産合計 

  自己株式 株主資本合
計 

その他有価
証券評価差
額金 

当期首残高 △19,522 1,993,500 2,292,359 9,301 4,295,160 

当期変動額           

当期純利益   96,374     96,374 

土地圧縮積立金の
積立   －     － 

固定資産圧縮積立
金の積立   －     － 

固定資産圧縮積立
金の取崩   －     － 

剰余金の配当   △57,263     △57,263 

自己株式の取得 △3,990 △3,990     △3,990 

自己株式の処分 6,360 5,424     5,424 

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額） 

    △467,954 △2,106 △470,060 

当期変動額合計 2,370 40,545 △467,954 △2,106 △429,514 

当期末残高 △17,152 2,034,044 1,824,405 7,195 3,865,645 
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④【キャッシュ・フロー計算書】

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成28年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益 156,553 84,168 

減価償却費 299,050 285,370 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,269 109 

受取利息及び受取配当金 △31,609 △38,438 

支払利息 57,083 52,036 

株式報酬費用 4,529 4,831 

固定資産除却損 4,536 698 

売上債権の増減額（△は増加） △17,922 202,277 

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,140 △45,404 

仕入債務の増減額（△は減少） △249,864 △48,419 

投資有価証券売却損益（△は益） △5,581 △1 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,952 13,935 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △4,565 

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,503 928 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 6,826 1,913 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 32,789 △27,618 

小計 265,436 481,822 

利息及び配当金の受取額 31,609 38,438 

利息の支払額 △56,262 △51,274 

法人税等の支払額 △10,926 △26,927 

営業活動によるキャッシュ・フロー 229,857 442,057 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形及び無形固定資産の取得による支出 △196,960 △217,698 

投資有価証券の取得による支出 △3,659 △3,669 

投資有価証券の売却による収入 11,310 1 

その他 △6,911 △16,239 

投資活動によるキャッシュ・フロー △196,220 △237,606 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入 1,478,000 1,355,000 

短期借入金の返済による支出 △1,577,200 △1,559,000 

長期借入れによる収入 1,095,000 1,130,000 

長期借入金の返済による支出 △1,074,096 △1,115,746 

リース債務の返済による支出 △599 △1,198 

配当金の支払額 △17,353 △57,263 

自己株式の取得による支出 △15,366 △3,990 

その他 － 48 

財務活動によるキャッシュ・フロー △111,614 △252,150 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △77,977 △47,698 

現金及び現金同等物の期首残高 956,880 878,903 

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 878,903 ※ 831,205 
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

（１）子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

（２）その他有価証券

 時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。 

 時価のないもの…移動平均法による原価法によっております。 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用

しております。 

３．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法を採用しております。但し、賃貸建物及び構築物は定額法によっております。また、平成10

年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

 建物………３年～38年 

 機械装置…10年 

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 

 当社は定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用

可能期間（５年）に基づいております。 

（３）リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

４．引当金の計上基準

（１）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

（２）賞与引当金 

 従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。 

（３）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、簡便法を適用し計算した当事業年度末における退職給付債務及び

退職給付信託資産の見込み額に基づき計上しております。 

（４）役員退職慰労引当金 

 当社は、平成25年６月27日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間

に対応する役員退職慰労金を打ち切り支給することが決議されました。その支給の時期は各取締役及

び各監査役の退任時とし、その具体的な金額・方法等は取締役については取締役会に、監査役につい

ては監査役の協議に一任されております。このため、当該支給見込額につきましては引き続き役員退

職慰労引当金として計上しております。 

５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

６．その他財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 
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（貸借対照表関係）

※１ 担保資産及び担保付債務

 担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（平成27年３月31日）
当事業年度

（平成28年３月31日）
  千円（帳簿価額） 千円（帳簿価額）
建物 1,642,144 1,589,852
構築物 13,965 11,846
土地 68,280 68,280
賃貸不動産 747,566 727,006
投資有価証券 214,748 －

計 2,686,706 2,396,985

 担保債務は次のとおりであります。

  前事業年度
（平成27年３月31日）

当事業年度
（平成28年３月31日）

短期借入金    383,200千円    337,600千円
１年内返済予定の長期借入金 876,580 701,000
長期借入金 1,583,068 1,418,100

計 2,842,848 2,456,700
 
※２ 有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は次のとおりであります。

 
前事業年度

（平成27年３月31日）
当事業年度

（平成28年３月31日）
機械及び装置     63,420千円     63,420千円

 
 ３ 受取手形割引高

  前事業年度 
（平成27年３月31日） 

当事業年度 
（平成28年３月31日） 

受取手形割引高 328,187千円 299,031千円 
 
 ４ 電子記録債権割引高

  前事業年度
（平成27年３月31日）

当事業年度
（平成28年３月31日）

電子記録債権割引高     35,031千円  41,186 千円
 

 

（損益計算書関係）

※１ 当期製造費用に含まれる研究開発費

 
前事業年度 

（自 平成26年４月１日 
  至 平成27年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成27年４月１日 

  至 平成28年３月31日） 

当期製造費用に含まれる研究開発費 1,117千円 594千円 
 
※２ 売上原価に算入されている期末たな卸高に係る収益性の低下に伴う簿価切下額

 
前事業年度 

（自 平成26年４月１日 
  至 平成27年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成27年４月１日 

  至 平成28年３月31日） 
簿価切下額 5,386千円 4,055千円 

  
※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

 
前事業年度 

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

当事業年度 
（自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日）

建物 1,037千円 0千円
機械装置及び運搬具 3,446 698
工具、器具及び備品 53 －

計 4,536 698
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成26年４月１日 至平成27年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度   
期首株式数（株） 

 当事業年度 
 増加株式数（株） 

 当事業年度 
 減少株式数（株） 

当事業年度末 
株式数    （株） 

発行済株式        
普通株式 11,600,000 － － 11,600,000

合計 11,600,000 － － 11,600,000

自己株式        
普通株式(注) 31,130 116,206 － 147,336

 合計 31,130 116,206 － 147,336

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加116,206株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増

加116,000株、単元未満株式の買取による増加206株であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約

権の目的

となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当事業年度

末残高

（千円）

当事業

年度期

首

当事業

年度増

加

当事業

年度減

少

当事業

年度末

提出会社

ストック・オプショ

ンとしての新株予約

権

－ － － － － 9,301

合計 － － － － － 9,301

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額

（決議）
株式の

種類

配当金

の

総額

（千

円）

配当の原資

1株当た

り配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成26年６月27日

定時株主総会

普通株

式
17,353 利益剰余金 1.5 平成26年３月31日 平成26年６月30日

 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

（決議）
株式の

種類

配当金

の

総額

（千

円）

配当の原資

1株当た

り配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成27年６月26日

定時株主総会

普通株

式
57,263 利益剰余金 5.0 平成27年３月31日 平成27年６月29日
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当事業年度（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

  当事業年度   
期首株式数（株） 

 当事業年度 
 増加株式数（株） 

 当事業年度 
 減少株式数（株） 

当事業年度末 
株式数    （株） 

発行済株式        
普通株式 11,600,000 － － 11,600,000

合計 11,600,000 － － 11,600,000

自己株式        
普通株式(注) 147,336 43,000 48,000 142,336

 合計 147,336 43,000 48,000 142,336

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加は、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加であり、

減少はストック・オプションの行使に伴う減少であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳

新株予約

権の目的

となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当事業年度

末残高

（千円）

当事業

年度期

首

当事業

年度増

加

当事業

年度減

少

当事業

年度末

提出会社

ストック・オプショ

ンとしての新株予約

権

－ － － － － 7,195

合計 － － － － － 7,195

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額

（決議）
株式の

種類

配当金

の

総額

（千

円）

配当の原資

1株当た

り配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成27年６月26日

定時株主総会

普通株

式
57,263 利益剰余金 5.0 平成27年３月31日 平成27年６月29日

 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

（決議）
株式の

種類

配当金

の

総額

（千

円）

配当の原資

1株当た

り配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成28年６月29日

定時株主総会

普通株

式
34,372 利益剰余金 3.0 平成28年３月31日 平成28年６月30日

 

- 39 -



（キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前事業年度

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

当事業年度
（自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日）

現金及び預金勘定 878,903千円 831,205千円

現金及び現金同等物 878,903 831,205

 

（リース取引関係）

ファイナンス・リース取引

 所有権移転外ファイナンス・リース取引

 （１）リース資産の内容

有形固定資産

 火報受信機（「建物附属設備」）であります。

無形固定資産

 該当事項はありません。

 （２）リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 

 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

 当社は、事業計画に照らして必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。

 一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達して

おります。デリバティブ取引等の投機的な取引は行わない方針であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク

 営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり市場価格の変動リスクに晒されておりま

す。

 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日であります。

 借入金は、営業過程に係る運転資金・設備資金であり、償還日は最長で決算日後５年であり、このうち一

部は、金利の変動リスクに晒されております。

（３）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

 当社は、債権管理規定に従い、営業債権について主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引

相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図

っております。

②市場リスク（金利等の変動リスク）の管理

 投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、市況や

取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

 当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動

性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）

前事業年度（平成27年３月31日）

  貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 878,903 878,903 －
(2）受取手形 157,370 157,370 －
(3）電子記録債権 495,654 495,654 －
(4）売掛金 981,768 981,768 －
(5）投資有価証券 3,940,657 3,940,657 －

資産計 6,454,354 6,454,354 －
(1）支払手形 388,984 388,984 －
(2）買掛金 1,143,876 1,143,876 －
(3）短期借入金 559,000 559,000 －
(4）長期借入金 3,022,004 3,022,004 －

負債計 5,113,865 5,113,865 －

 

当事業年度（平成28年３月31日）

  貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 831,205 831,205 －
(2）受取手形 169,326 169,326 －
(3）電子記録債権 272,952 272,952 －
(4）売掛金 990,238 990,238 －
(5）投資有価証券 3,129,186 3,129,186 －

資産計 5,392,909 5,392,909 －
(1）支払手形 329,605 329,605 －
(2）買掛金 1,154,836 1,154,836 －
(3）短期借入金 355,000 355,000 －
(4）長期借入金 3,036,258 3,034,224 △2,033

負債計 4,875,699 4,873,666 △2,033

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項
資 産 
（1）現金及び預金、（2）受取手形、（3）電子記録債権、（4）売掛金
 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（5）投資有価証券
 これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
負 債 
（1）支払手形、（2）買掛金、（3）短期借入金
 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（4）長期借入金
 これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引
いた現在価値により算定しております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
 （単位:千円）

 
区分

前事業年度
（平成27年３月31日）

当事業年度
（平成28年３月31日）

非上場株式 33,425 33,425
関係会社株式 1,059,995 1,059,995
出資金 850 850

 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること

から、「（5）投資有価証券」には含めておりません。

 また、関係会社株式、出資金については市場価格がなく時価を把握することが極めて困難認め

られることから、上表に含めておりません。
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３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

前事業年度（平成27年３月31日） 

  １年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 878,903 － － －
受取手形
電子記録債権

157,370
495,654

－
－

－
－

－
－

売掛金 981,768 － － －
合計 2,513,697 － － －

当事業年度（平成28年３月31日） 

  １年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円） 

10年超
（千円）

現金及び預金 831,205 － － －

受取手形
電子記録債権

169,326
272,952

－
－

－ 
－ 

－ 
－ 

売掛金 990,238 － － －
合計 2,263,722 － － －

 

４．長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

前事業年度（平成27年３月31日）

 
１年以内
（千円） 

１年超２年
以内（千円）

２年超３年
以内（千円）

３年超４年
以内（千円）

４年超５年
以内（千円）

５年超
（千円） 

短期借入金 559,000 － － － － －

１年内返済予定

の長期借入金
1,008,176 － － － － －

長期借入金 － 846,676 623,976 405,376 137,800 －

合計 1,567,176 846,676 623,976 405,376 137,800 －

 

当事業年度（平成28年３月31日）

 
１年以内
（千円） 

１年超２年
以内（千円）

２年超３年
以内（千円）

３年超４年
以内（千円）

４年超５年
以内（千円）

５年超
（千円） 

短期借入金 355,000 － － － － －

１年内返済予定

の長期借入金
1,082,556 － － － － －

長期借入金 － 859,856 641,256 351,080 101,510 －

合計 1,437,556 859,856 641,256 351,080 101,510 －

 

５．「（４）長期借入金」には「１年内返済予定の長期借入金」を含めております。
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（有価証券関係）

１．子会社株式及び関連会社株式 

 子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式1,059,995千円、前事業年

度の貸借対照表計上額は関係会社株式1,059,995千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、記載しておりません。

２．その他有価証券

前事業年度（平成27年３月31日） 

  種類
貸借対照表計上額

（千円） 取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えるも
の

(1）株式 3,939,399 517,839 3,421,559
(2）債券      
① 国債・地方債等 － － －
② 社債 － － －
③ その他 － － －

(3）その他 － － －
小計 3,939,399 517,839 3,421,559

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えない
もの

(1）株式 1,258 1,384 △126
(2）債券      
① 国債・地方債等 － － －
② 社債 － － －
③ その他 － － －

(3）その他 － － －
小計 1,258 1,384 △126

合計 3,940,657 519,224 3,421,432

（注）非上場株式（貸借対照表計上額33,425千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが

極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当事業年度（平成28年３月31日） 

  種類 貸借対照表計上額
（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えるも
の

(1）株式 3,048,945 417,629 2,631,315
(2）債券      
① 国債・地方債等 － － －
② 社債 － － －
③ その他 － － －

(3）その他 － － －
小計 3,048,945 417,629 2,631,315

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えない
もの

(1）株式 80,241 105,263 △25,021
(2）債券      
① 国債・地方債等 － － －
② 社債 － － －
③ その他 － － －

(3）その他 － － －
小計 80,241 105,263 △25,021

合計 3,129,186 522,893 2,606,293

（注）非上場株式（貸借対照表計上額33,425千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが

極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

３．売却したその他有価証券 

前事業年度（自平成26年４月１日 至平成27年３月31日） 

種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円）
売却損の合計額（千

円）
(1）株式 11,310 5,581 －
(2）債券      
① 国債・地方債等 － － －
② 社債 － － －
③ その他 － － －

(3）その他 － － －
合計 11,310 5,581 －

当事業年度（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日） 

種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千
円）

(1）株式 1,714 1 －
(2）債券      
① 国債・地方債等 － － －
② 社債 － － －
③ その他 － － －

(3）その他 － － －
合計 1,714 1 －
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（デリバティブ取引関係）

当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社で採用している退職給付制度は次のとおりであります。

・当社は、退職一時金制度及び確定拠出年金制度を採用し、退職一時金制度には退職給付信託を設定してお

ります。なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して

おります。

 また、複数事業主制度である埼玉機械工業厚生年金基金に加入しておりますが、自社の拠出に対応する年

金資産の額を合理的に計算することができないため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。

 

２．確定給付制度 

（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金期首残高と期末残高の調整表

 

前事業年度

（自 平成26年４月１日

至 平成27年３月31日）

当事業年度

（自 平成27年４月１日

至 平成28年３月31日）

退職給付引当金の期首残高 － 千円 13,952 千円

 退職給付費用 13,952 千円 13,935 千円

 退職給付の支払額 － 千円 － 千円

 制度への拠出額 － 千円 － 千円

退職給付引当金の期末残高 13,952 千円 27,887 千円

 

（２）退職給付債務及び年金資産の期末残高 

 
前事業年度

(平成27年３月31日）

当事業年度

(平成28年３月31日）

積立型制度の退職給付債務 187,663 千円 192,567 千円

年金資産 △173,711 千円 △164,679 千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 13,952 千円 27,887 千円

 

退職給付引当金 13,952 千円 27,887 千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 13,952 千円 27,887 千円

 

（３）退職給付費用

   簡便法で計算した退職給付費用  前事業年度13,952千円   当事業年度13,935千円

３．確定拠出制度 

 当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）7,128

千円、当事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）7,590千円であります。
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４．複数事業主制度 

確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度

24,140千円、当事業年度22,871千円であります。

(イ)複数事業主制度の直近の積立状況 

 
前事業年度

(平成26年３月31日現在）

当事業年度

(平成27年３月31日現在）

年金資産の額 78,815 百万円 86,522 百万円

年金財政計算上の数理債務の額と

最低責任準備金の額との合計額
77,663 百万円 82,333 百万円

差引額 1,152 百万円 4,189 百万円

(ロ)制度全体に占める当社の掛金拠出割合 

前事業年度（平成26年３月31日現在）  1.00% 

当事業年度（平成27年３月31日現在）  1.03% 

(ハ)補足説明    上記(ロ)の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。

 

（ストック・オプション等関係）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

                                          (単位：千円）

 

前事業年度

 (自 平成26年４月１日

  至 平成27年３月31日）

当事業年度

 (自 平成27年４月１日

  至 平成28年３月31日）

販売費及び一般管理費の株

式報酬費用
4,529 4,831

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

（１）ストック・オプションの内容

決議年月日 平成25年10月29日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ２名

株式の種類及び付与数 普通株式 48,000株

付与日 平成25年11月13日

権利確定条件

（1）新株予約権の割当を受けた者は、当社の取締役及び

監査役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限って、新

株予約権を行使することができる。

（2）新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行

使することができるものとする。かかる相続人による新株

予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めると

ころによる。

（3）上記以外の権利行使の条件については、新株予約権

割当契約書に定めるところによる。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 自平成25年11月13日 至平成55年11月12日
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決議年月日 平成26年10月30日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ２名

株式の種類及び付与数 普通株式 35,000株

付与日 平成26年11月14日

権利確定条件

（1）新株予約権の割当を受けた者は、当社の取締役及び

監査役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限って、新

株予約権を行使することができる。

（2）新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行

使することができるものとする。かかる相続人による新株

予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めると

ころによる。

（3）上記以外の権利行使の条件については、新株予約権

割当契約書に定めるところによる。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 自平成26年11月14日 至平成56年11月13日

 

 

決議年月日 平成27年10月29日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ３名

株式の種類及び付与数 普通株式 48,000株

付与日 平成27年11月13日

権利確定条件

（1）新株予約権の割当を受けた者は、当社の取締役及び

監査役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限って、新

株予約権を行使することができる。

（2）新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行

使することができるものとする。かかる相続人による新株

予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めると

ころによる。

（3）上記以外の権利行使の条件については、新株予約権

割当契約書に定めるところによる。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 自平成27年11月13日 至平成57年11月12日
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（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

①ストック・オプションの数

決議年月日 平成25年10月29日 平成26年10月30日 平成27年10月29日

権利確定前   （株）      

 前事業年度末 48,000 35,000 －

 付与 － － 48,000

 失効 － － －

 権利確定 28,000 20,000 －

 未確定残 20,000 15,000 48,000

権利確定後   （株）      

 前事業年度末 － － －

 権利確定 28,000 20,000 －

 権利行使 28,000 20,000 －

 失効 － － －

 未行使残 － － －

 
②単価情報

会社名 提出会社 提出会社 提出会社」

決議年月日 平成25年10月29日 平成26年10月30日 平成27年10月29日

権利行使価格     （円） 1 1 1

行使時平均株価    （円） 156 156 －

付与日における公正な評価単価           

（円）
107,000 119,000 109,000

 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

 当事業年度において付与された平成27年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は

以下のとおりであります。

①使用した評価技法   ブラック・ショールズ式

②主な基礎数値及び見積方法

 

株価変動性     （注）１ 30.10％

予想残存期間    （注）２ 3.66年

予想配当      （注）３ 3円／株

無リスク利子率   （注）４ 0.011％

 

（注）１．平成24年３月17日から平成27年11月13日までの株価実績に基づき算定しております。

   ２．各役員の年齢から定年までの期間の平均値に、退職後行使可能期間である10日間を加算して見積

     もっております。

   ３．直近の配当実績に基づき、３円（記念配当を除く）としております。

   ４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用

しております。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（平成27年３月31日）
 
 

当事業年度
（平成28年３月31日）

繰延税金資産（流動）     
・貸倒引当金繰入限度額超過額 32千円   219千円
・賞与引当金損金繰入限度額超過額 12,084   11,639
・未払事業所税否認 5,945   5,596
・未払事業税否認 2,179   906
・未払費用否認 7,178   6,434
・たな卸評価損 1,777   1,257
繰延税金資産（流動）小計 29,197   26,054
・評価性引当額 △29,197   △26,054
繰延税金資産（流動）の純額 －   －
繰延税金資産（固定）      
・退職給付引当金損金繰入限度超過額 4,604   8,366
・役員退職慰労引当金 6,087   4,164
・退職給付信託 58,486   49,403
・株式報酬費用 2,553   2,158
・繰越欠損金 226,336   193,894
・資産除去債務 3,745   3,448
繰延税金資産（固定）小計 301,813   261,436
・評価性引当額 △301,813   △261,436
繰延税金資産（固定）合計 －   －
繰延税金負債（固定）      
・土地圧縮積立金 10,943   9,948
・固定資産圧縮積立金 172,813   151,623
・その他有価証券評価差額金 1,129,072   781,888
・その他 124   84
繰延税金負債（固定）小計 1,312,953   943,544
繰延税金負債（固定）の純額 1,312,953   943,544

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（平成27年３月31日）
 
 

当事業年度
（平成28年３月31日）

法定実効税率 35.0％   33.0％
（調整）
・交際費等永久に損金に算入されない項目

 
5.1％

 
 

 
3.0％

・受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △8.6％   △3.0％
・住民税の均等割 0.5％   1.0％
・評価性引当額の増減 △28.6％   △51.7％
・その他 △1.7％   3.2％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.7％   △14.5％

 
 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金負債の金額の修正

 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法

律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する事業年

度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債

の計算に使用する法定実効税率は、従来の33.0％から平成28年４月１日に開始する事業年度及び平成29年４

月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については31.0％に、平成30年４月１日に開始する

事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.0％となります。

 この税率変更により、繰延税金負債の金額は62,490千円、法人税等調整額が10,364千円それぞれ減少し、

その他有価証券差額金が52,125千円増加しております。

 

（持分法損益等）

 
前事業年度

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

当事業年度
（自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日）

関連会社に対する投資の金額 1,059,995千円 1,059,995千円

持分法を適用した場合の投資の金額 479,280 479,887

持分法を適用した場合の投資利益の金額 3,933 175
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（企業結合等関係）

該当事項はありません。

 

（賃貸等不動産関係）

 当社では、埼玉県さいたま市において、賃貸用のオフィスビル（土地を含む。）を有しております。前事業

年度における当該賃貸用不動産に関する賃貸損益は74,154千円（賃貸収益および原状回復費負担金は営業外収

益に、賃貸費用は営業外費用に計上）であります。当事業年度における当該賃貸不動産に関する賃貸損益は

73,680千円（賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上）であります。

 また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。

（単位：千円）
 

 
前事業年度

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

当事業年度
（自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日）

貸借対照表計上額    

  期首残高 768,078 747,873

  期中増減額 △20,205 △18,771

  期末残高 747,873 729,101

期末時価 1,689,400 1,654,400

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．期中増減額のうち、前事業年度の主な増加額は改修工事（17,323千円）であり、主な減少額

は減価償却（37,529千円）であります、当事業年度の主な増加額は改修工事等（17,961千円）で

あり、主な減少額は減価償却（36,732千円）であります。

３．事業年度末の時価は、「不動産鑑定評価基準」に基づいて外部不動産鑑定会社で算定した金

額であります。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  当社は、金属缶の製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

【関連情報】

前事業年度（自平成26年４月１日 至平成27年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載

を省略しております。 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しております。 

３．主要な顧客ごとの情報

    （単位：千円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社明治 1,265,870 金属缶の製造販売

日本ペイント株式会社 719,362 金属缶の製造販売

新生製缶株式会社 545,443 金属缶の製造販売
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当事業年度（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載

を省略しております。 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しております。 

３．主要な顧客ごとの情報

    （単位：千円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社明治 1,329,336 金属缶の製造販売

日本ペイントホールディングス 741,989 金属缶の製造販売

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（自平成26年４月１日 至平成27年３月31日）

該当事項はありません。 

当事業年度（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度（自平成26年４月１日 至平成27年３月31日）

該当事項はありません。 

当事業年度（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度（自平成26年４月１日 至平成27年３月31日）

該当事項はありません。 

当事業年度（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日） 

該当事項はありません。 
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【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

前事業年度（自平成26年４月１日 至平成27年３月31日）

種
類 

会社等の名称
又は氏名 所在地 

資本金又は
出資金 
(千円) 

事業の内容 

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％） 

関連当事者と
の関係 

取引の 
内容 

取引金額 
（千円） 科目 

期末残高 
(千円) 

主要法

人株主 

伊藤忠丸紅鉄

鋼㈱ 

東京都 

中央区 
30,000,000 鉄鋼商社 

（被所有） 

直接13.45 
原材料の仕入 
役員の兼任等 

ブリキ板 

等の仕入 
2,861,105 買掛金 1,001,123 

消耗品等

の仕入 
151 未払金 91 

 
当事業年度（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日） 

種
類 

会社等の名称
又は氏名 

所在地 
資本金又は

出資金 
(千円) 

事業の内容 

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％） 

関連当事者と
の関係 

取引の 
内容 

取引金額 
（千円） 科目 

期末残高 
(千円) 

主要法

人株主 

伊藤忠丸紅鉄

鋼㈱ 

東京都 

中央区 
30,000,000 鉄鋼商社 

（被所有） 

直接13.69 
原材料の仕入 
役員の兼任等 

ブリキ板 

等の仕入 
2,892,939 買掛金 1,021,337 

消耗品等

の仕入 
358 未払金 239 

（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

前事業年度（自平成26年４月１日 至平成27年３月31日） 

種
類 

会社等の名称
又は氏名 

所在地 
資本金又は

出資金 
(千円) 

事業の内容 

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％） 

関連当事者と
の関係 

取引の内
容 

取引金額 
（千円） 科目 

期末残高 
(千円) 

関連 

会社 
新生製缶㈱ 

大阪市 

大正区 
200,000 

18Ｌ缶の製

造販売 

（所 有） 

直接38.15 
販売仕入 

役員の兼任等 

製品等の

販売 
545,443 

受取手形

売掛金等 
97,602 

製品の仕

入等 
29,415 

支払手形

買掛金 
11,208 

販売協力

金・人員

派遣等 

20,680 未払金 300 

システム

使用料 
1,476 未収入金 132 

 
当事業年度（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日） 

種
類 

会社等の名称
又は氏名 所在地 

資本金又は
出資金 
(千円) 

事業の内容 

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％） 

関連当事者と
の関係 

取引の内
容 

取引金額 
（千円） 科目 

期末残高 
(千円) 

関連 

会社 
新生製缶㈱ 

大阪市 

大正区 
200,000 

18Ｌ缶の製

造販売 

（所 有） 

直接38.15 
販売仕入 

役員の兼任等 

製品等の

販売 
521,733 

受取手形

売掛金 
93,597 

製品の仕

入等 
34,863 

支払手形

買掛金 
13,781 

販売協力

金・人員

派遣等 

35,468 未払金 542 

システム

使用料 
349 未収入金 31 

  
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており 

     ます。 

   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等

     上記各社との製商品の購入・販売については、市場価格を参考に決定しております。
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２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1）親会社情報

 該当事項はありません。

(2）重要な関連会社の要約財務情報

(単位：千円）

 
新生製缶株式会社

前事業年度 当事業年度 
流動資産合計 2,588,442 2,601,372
固定資産合計 1,481,942 1,369,114
     
流動負債合計 2,130,877 1,970,352
固定負債合計 653,134 742,239
     
純資産合計 1,286,373 1,257,895
     
売上高 5,256,205 4,952,609
税引前当期純利益金額 12,345 5,913
当期純利益金額 10,309 461

 

（１株当たり情報）

 
前事業年度

（自 平成26年４月１日
 至 平成27年３月31日)

当事業年度
（自 平成27年４月１日
 至 平成28年３月31日)

１株当たり純資産額 374.22円 336.76円

１株当たり当期純利益金額 13.37円 8.39円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 － 8.34円
 

（注）１．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している

     潜在株式が存在しないため記載しておりません。

   ２．１株当たり当期純利益額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。
 

 
前事業年度

 (自 平成26年４月１日
 至 平成27年３月31日)

当事業年度
 (自 平成27年４月１日
 至 平成28年３月31日)

１株当たり当期純利益金額    

当期純利益金額（千円） 153,872 96,374
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額（千円） 153,872 96,374
期中平均株式数（株） 11,510,767 11,483,247
     

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額    
当期純利益調整額（千円） － －
普通株式増加数（株） － 66,449

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在
株式の概要

第１回新株予約権、第２
回新株予約権。
なお、これらの明細は
「新株予約権等の状況」
に記載のとおりでありま
す。

－

 
 

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度末

平成27年３月31日
当事業年度末

平成28年３月31日
純資産の部の合計金額（千円） 4,295,160 3,865,645
純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 9,301 7,195
 （うち新株予約権（千円）） (9,301) (7,195)
普通株式に係る期末の純資産額（千円） 4,285,859 3,858,450
1株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数（株）

11,452,664 11,457,664
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（重要な後発事象）

（子会社の取得について） 

 当社は、平成28年４月28日開催の取締役会において、以下のとおり新生製缶株式会社の株式を取得し、同 

社を子会社化することを決議いたしました。 

（１）企業結合の概要 

① 被取得企業の名称及びその事業の内容 

 被取得企業の概要：新生製缶株式会社 

 事業の内容   ：金属缶の製造・販売 

② 企業結合を行った主な理由 

 当社は、平成14年４月川鉄コンテイナー株式会社（現ＪＦＥコンテイナー株式会社）と業界の枠組み

を超えた包括業務提携を締結し、その包括業務提携を一歩進める形で、平成24年４月各社グループの関

西地区における18リットル缶事業会社であるＪＦＥ製缶株式会社と太陽製罐株式会社の経営統合を行い

ました。また、平成25年３月には両社の合併により、新生製缶株式会社が誕生し、生産設備を集約（４

工場を２工場）することによって、合理化を進めてまいりました。

 しかしながら、18リットル缶業界は、顧客の生産拠点の海外移転や代替容器（樹脂、紙ほか）への変

更等により継続的に需要が減少している中、関西地区には、新たな新工場が立ち上がるなど現在も同業

者が熾烈な競争を続けており、引続き厳しい経営環境が続いています。

 このような経営環境認識のもと、当社が新生製缶株式会社を子会社化し、主体性をもって経営に関与

することで業界に対するプレゼンスを高め、当社が長年培ってきた製缶技術を生かしながら、多様化し

た顧客ニーズへの柔軟な対応をおこなっていくことが、長期的な競争力の強化につながると判断いたし

ました。

③ 企業結合日

 平成28年７月１日

④ 企業結合の法的形式

 現金を対価とする株式の取得

⑤ 結合後企業の名称

 変更ありません。

⑥ 取得した議決権比率

 子会社化直前に所有していた議決権比率   38.15％

 企業結合日に追加取得する議決権比率    12.85％

 取得後の議決権比率            51.00％

（２）株式取得の相手先の名称

 ＪＦＥコンテイナー株式会社

 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社

（３）被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

 現時点では確定しておりません。

（４）発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

 現時点では確定しておりません。 

（５）企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳

 現時点では確定しておりません 

 

（新株予約権の発行） 

 当社は、平成28年４月28日開催の取締役会において、以下のとおり第三者割当により発行される第１回第 

三者割当新株予約権の募集を行うこと並びに割当予定先とのコミットメント条項付第三者割当契約を締結す 

ることについて決議し、平成28年５月16日に割当が完了いたしました。 

１．新株予約権の名称 

 日本製罐株式会社第１回第三者割当新株予約権（以下「本新株予約権」という。） 

２．本新株予約権の払込金額の総額 

 金1,438,400円 

３．申込期日 

 平成28年５月16日 

４．割当日及び払込期日 

 平成28年５月16日 

５．募集の方法 

 第三者割当ての方法により、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に割り当てる。 
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６．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

（１）本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式2,320,000株とする（本新株予約

権１個あたりの目的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は1,000株とする。）。但し、

本項第(2)号及び第(3)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の

総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

（２）当社が第10項の規定に従って行使価額（第９項第(2)号に定義する。以下同じ。）の調整を行う場

合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本

新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨て

る。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第10項に定める調整前行使価

額及び調整後行使価額とする。

  調整後割当株式数 ＝ 
調整前割当株式数 × 調整前行使価格 

調整後行使価格 

（３）調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第10項第(2)号及び第(5)号による行使価額の

調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

（４）割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予

約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその

適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うこと

ができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

７．新株予約権の総数             2,320個 

８．本新株予約権１個あたりの払込金額     金620円 

９．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

（１）各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を

乗じた額とする。

（２）本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当 

社普通株式を処分する（以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。）場合における株式 

１株あたりの出資される財産の価額（以下「行使価格」という。）は、93円とする。但し、行使価格 

は第10項に定めるところに従い調整されるものとする。 

10．行使価格の調整 

（１）当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式

数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調

整式」という。）をもって行使価額を調整する。

         
交付株式数 × 

１株あたりの

払込金額       既発行

株式数 
＋ 

 
調 整 後行

使価格 
＝ 

１株あたりの時価 

既発行株式数＋交付株式数 

（２）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に

定めるところによる。

①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（無償割当

てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行

使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利

の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通

株式を交付する場合を除く。）

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当

ての場合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を

与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②普通株式について株式の分割をする場合

 調整後行使価格は、株式の分割のための基準日の翌日以降にこれを適用する。

③本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求

権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求

できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合調整後

行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で

行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権

の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主

に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用す

る。
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④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。）の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交

付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤本項第(2)号①から④までの各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日

が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機

関の承認を条件としているときには本項第(2)号①から④にかかわらず、調整後行使価額は、当

該承認があった日の翌日以降、これを適用する。

この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使

した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

      （調整前行使価格－調整後

行使価格） 

  調整前行使価格により当該期間

内に交付された株式数 
  株式数 ＝ 

× 

調整後行使価格 

この場合、１株未満の端数が生じるときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

（３）行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまる

場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使

価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額

を差し引いた額を使用する。

（４）①行使価格調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てるも

のとする。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に

始まる30取引日（終値のない日を除く。）の東京証券取引所（以下「東証」という。）における

当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満

小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てるものとする。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が

ある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の

１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普

通株式を控除した数とする。

（５）本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な

行使価額の調整を行う。

①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必

要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調

整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出

にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

（６）行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権

者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始

日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日

以降速やかにこれを行う。

11．本新株予約権の行使期間 

 平成28年５月16日から平成30年５月15日（但し、平成30年５月15日が銀行営業日でない場合にはその

前銀行営業日）までの期間とする。但し、第14項に定める組織再編行為をするために本新株予約権の行

使の停止が必要である場合は、それらの効力発生日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定す

る期間は、本新株予約権を行使することはできない。この場合は、行使を停止する期間その他必要な事

項を、当該期間の開始日の１ヶ月前までに通知する。

12．その他の本新株予約権の行使の条件 

（１）本新株予約権の行使によって保有することとなる株式数が、本新株予約権の発行決議日時点におけ

る当社発行済株式総数の10％を超えることとなる場合の、当該10％を超える部分にかかる新株予約権

の行使はできない。

（２）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

（３）各本新株予約権の一部行使はできない。 
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13．新株予約権の取得事由 

 本新株予約権の割当日から３ヶ月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を

取得する旨および本新株予約権を取得する日（以下「取得日」という。）を決議することができる。当

社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又

は公告を当該取得日の20営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権１個に

つき本新株予約権１個あたりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部

を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法によ

り行うものとする。

 

14．合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付 

 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社とな吸収

分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社と

なる株式移転（以下「組織再編行為」と総称する。）を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の

直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分

割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下「再編当事会

社」と総称する。）は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交

付するものとする。

（１）新たに交付される新株予約権の数 

新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整す

る。調整後の１個未満の端数は切り捨てる。

（２）新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類 

再編当事会社の同種の株式 

（３）新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未満の端数は切り上げる。

（４）新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１円未満の端数は切り上げる。 

（５）新たに交付される新株予約権にかかる行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合

における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編

行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件

第11項ないし第14項、第16項及び第17項に準じて、組織再編行為に際して決定する。 

（６）新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限 

新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要す 

る。 

15．新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

16．新株予約権証券の発行 

 当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。 

17．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規

則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未

満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資

本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

18．新株予約権の行使請求の方法 

（１）本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自己の氏名

又は名称及び住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座（社債、株式等の

振替に関する法律（以下「振替法」という。）第131条第３項に定める特別口座を除く。）のコード

その他必要事項を記載してこれに記名捺印したうえ、第11項に定める行使期間中に第20項記載の行使

請求受付場所に提出し、かつ、かかる行使請求の対象となった本新株予約権の数に行使価額を乗じた

金額（以下「出資金総額」という。）を現金にて第21項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座

（以下「指定口座」という。）に振り込むものとする。

（２）本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。 

（３）本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当該

本新株予約権の行使にかかる出資金総額が指定口座に入金されたときに発生する。
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19．株式の交付方法

 当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに振替法第130条第１項に定めるところに従い、

振替機関に対し、当該新株予約権の行使により交付される当社普通株式の新規記録情報を通知する。

20．行使請求受付場所 

  日本製罐株式会社 管理部総務課 

21．払込取扱場所 

  株式会社みずほ銀行 大宮支店 

22．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

 本新株予約権の行使価額その他本新株予約権の内容及び割当先との間の割当契約の諸条件を考慮し

て、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、本新株

予約権１個あたりの払込金額を620円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額

は第９項記載のとおりとし、行使価額は、当該発行にかかる取締役会決議日の前営業日（平成28年４月

27日）の東証における当社普通株式の終値103円に0.9を乗じて得た金額を基に決定した。

23．その他

（１）会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社

は必要な措置を講じる。

（２）上記のほか、本新株予約権の発行に関して必要な事項の決定については、当社代表取締役社長に一

任する。

（３）本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。

 

⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（千円）

投 

資
有

価

証

券

そ

の
他

有

価

証
券

明治ホールディングス㈱ 152,212 1,377,518

日本ペイントホールディングス㈱ 520,091 1,298,668

㈱みずほフィナンシャルグループ 801,700 134,765

㈱武蔵野銀行 27,500 77,962

㈱ＡＤＥＫＡ
昭和産業㈱

44,405
139,876

72,958
65,182

ＪＦＥコンテイナー㈱ 110,000 37,950

大日精化工業㈱

㈱サイニチホールディングス

43,731

12,720

19,678

18,612 

藤倉化成㈱ 33,000 16,797

大宮通運㈱ 67,500 11,373

ＤＩＣ㈱ 29,694 7,987

その他（10銘柄） 68,812 23,157

計 2,051,241 3,162,611

 

【債券】

 該当事項はありません。

 

【その他】

 該当事項はありません。

 

- 57 -



【有形固定資産等明細表】

資産の種類 
当期首残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引 
当期末残高 
（千円） 

有形固定資産              

建物 4,826,022 68,653 531 4,894,144 3,202,279 103,502 1,691,865 

構築物 167,154 901 － 168,056 153,939 2,980 14,116 

機械及び装置 5,427,360 68,244 77,010 5,418,593 5,069,071 94,789 349,521 

車両運搬具 53,241 － 2,060 51,181 50,534 966 646 

工具、器具及び備品 356,738 28,538 － 385,277 353,937 20,329 31,339 

土地 108,232 － － 108,232 － － 108,232 

リース資産 8,880 － － 8,880 1,665 1,110 7,215 

建設仮勘定 4,697 32,542 26,617 10,622 － － 10,622 

有形固定資産計 10,952,325 198,880 106,218 11,044,987 8,831,428 223,678 2,213,558 

無形固定資産              

電話加入権 － － － 577 － － 577 

ソフトウエア － － － 233,372 223,928 24,959 9,443 

ソフトウエア仮勘定 － － － 59,370 － － 59,370 

無形固定資産計 － － － 293,319 223,928 24,959 69,390 

長期前払費用 6,695 － 2,228 4,467 － － 4,467 

（注）１． 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び

    「当期減少額」の記載を省略しております。

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 559,000 355,000 1.52 －
１年以内に返済予定の長期借入金 1,008,176 1,082,556 1.30 －
１年以内に返済予定のリース債務 1,198 1,198 － －
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） 2,013,828 1,953,702 1.20 平成29年～32年
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） 7,792 6,593 － 平成29年～34年 
その他有利子負債 － － －  

合計 3,589,995 3,399,050 － －

（注）１．平均利率は期末の利率及び残高を加重平均して算出しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおり

であります。

 
１年超２年以内

（千円）
２年超３年以内

（千円）
３年超４年以内

（千円）
４年超５年以内

（千円）
５年超

（千円）

長期借入金 859,856 641,256 351,080 101,510 －

リース債務 1,198 1,198 1,198 1,198 1,798

 

【引当金明細表】

区分 当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 599 709 － 599 709
賞与引当金 36,619 37,547 35,927 691 37,547
役員退職慰労引当金 18,447 － 4,565 － 13,882

（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

   ２．賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、引当額と支給額との差額によるものであります。

 

【資産除去債務明細表】

 当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における

負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略して

おります。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産

イ．現金及び預金

区分 金額(千円)

現金 7,088

預金

 当座預金

 普通預金

 別段預金

 定期預金
 

 

181,595

138,305

268

503,947
 

小計 824,116

合計 831,205

 
ロ．受取手形

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

新生製缶株式会社

長谷川香料株式会社

田岡製罐株式会社

井関産業株式会社

昭永ケミカル株式会社

その他
 

45,193

22,840

17,176

13,220

8,524

62,370
 

合計 169,326

 
期日別内訳

期日別 金額(千円)

平成28年４月

    ５月

    ６月

    ７月

    ８月
 

13,891

15,666

55,716

71,062

12,989
 

合計 169,326

 
ハ．電子記録債権

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

株式会社明治

日本ペイント株式会社

日本ペイント・オートモーティブコーティングス株式会社 

株式会社ＡＤＥＫＡ 

アトミクス株式会社

その他
 

114,443

93,685

22,123

14,209

11,468

17,021
 

合計 272,952

 
 

 

 

- 59 -



期日別内訳

相手先 金額(千円)

平成28年４月

    ５月

    ６月

    ７月

    ８月
 

1,040

7,614

5,224

53,923

205,148
 

合計 272,952

 
ニ．売掛金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

株式会社明治

東洋インキ株式会社

ボーソー油脂株式会社

大日精化工業株式会社

日本ペイント株式会社

その他
 

141,153

74,494

66,717

51,368

50,964

605,540
 

合計 990,238

 
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

当期末残高 
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)

 
(C)

× 100
(A) ＋ (B)
 

 
(A) ＋ (D)

２
(B)
366

 
981,768 6,167,685 6,159,215 990,238 86.1 58.5

 
ホ．商品及び製品

品目 金額(千円）

18Ｌ缶

美術缶
 

37,357

64,351
 

合計 101,708

 
ヘ．仕掛品

品目 金額(千円)

18Ｌ缶

美術缶
 

215,570

110,085
 

合計 325,655

 
ト．原材料及び貯蔵品

品目 金額(千円)

ブリキ板

インキ

段ボール

合成樹脂

その他
 

70,042

104

170

2,286

48,971
 

合計 121,575
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② 固定資産

イ．関係会社株式

相手先 株式数（株） 貸借対照表計上額（千円）
新生製缶株式会社 719,901 1,059,995

合計 719,901 1,059,995
 
ロ．賃貸不動産

科目 取得価額（千円） 減価償却累計額（千円） 簿価（千円）
賃貸不動産 1,571,015 △841,913 729,101

合計 1,571,015 △841,913 729,101

 

③ 流動負債 

イ．支払手形

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

石田プレス工業株式会社

伊藤忠プラスチックス株式会社

巴工業株式会社

桂製罐株式会社

株式会社黒田商店

その他
 

68,324

59,351

36,758

31,646

22,198

111,324
 

合計 329,605

 
期日別残高

期日別 金額(千円)

平成28年４月

    ５月

    ６月

    ７月

    ８月
 

86,335

81,759

70,844

83,011

7,654
 

合計 329,605

 
ロ．買掛金

相手先 金額(千円)

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社

東洋アルミニウム株式会社

石田プレス工業株式会社

伊藤忠プラスチックス株式会社

株式会社黒田商店

その他
 

1,021,337

42,936

22,669

14,480

6,221

47,191
 

合計 1,154,836
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ハ．設備関係支払手形

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

ＡＤＥＫＡ総合設備株式会社

株式会社清水製作所

北辰サービス株式会社

株式会社渡辺塗装工業

株式会社白井製作所

その他
 

17,744

7,376

5,889

5,583

5,058

28,245
 

合計 69,897

 
期日別内訳

期日別 金額(千円)

平成28年４月

    ５月

    ６月

    ７月
 

40,198

12,712

5,038

11,947
 

合計 69,897

 

④ 固定負債 
 
イ．繰延税金負債

 繰延税金負債は943,544千円であり、その内容については、「１ 財務諸表等 （１）財務諸表 注記

事項（税効果会計関係）」に記載しております。

 

（３）【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高（千円） 1,451,569 2,793,684 4,344,237 5,710,827

税引前四半期（当期）純利益金額（千円） 27,543 31,646 103,440 84,168

四半期（当期）純利益金額（千円） 29,268 32,950 95,504 96,374

１株当たり四半期（当期）純利益金額
（円）

2.56 2.87 8.32 8.39

 
（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額（円） 2.56 0.32 5.44 0.08
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第６【提出会社の株式事務の概要】
事業年度 ４月１日から３月３１日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月３１日

剰余金の配当の基準日 ９月３０日    ３月３１日

１単元の株式数 １，０００株

単元未満株式の買取り  

取扱場所
（特別口座）
東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

株主名簿管理人
（特別口座）
東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社

取次所 ――――――

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

 
電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をする
ことができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法で行う。
公告掲載ＵＲＬ
http://www.nihonseikan.co.jp/
 

株主に対する特典 該当事項はありません。

(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定 
  による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける 
  権利以外の権利を有しておりません。
 

第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

（1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第110期） （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）平成27年６月26日関東財務局長に提出

（2）内部統制報告書及びその添付書類

平成27年６月26日関東財務局長に提出

（3）四半期報告書及び確認書

（第111期第１四半期）（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日）平成27年８月10日関東財務局長に提出

（第111期第２四半期）（自 平成27年７月１日 至 平成27年９月30日）平成27年11月９日関東財務局長に提出

（第111期第３四半期）（自 平成27年10月１日 至 平成27年12月31日）平成28年２月８日関東財務局長に提出

（4）臨時報告書

平成27年６月30日関東財務局長に提出

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づ

く臨時報告書であります。

（5）自己株券買付状況報告書 

報告期間（自 平成28年２月１日 至 平成28年２月29日）平成28年３月４日関東財務局長に提出

報告期間（自 平成28年１月１日 至 平成28年１月31日）平成28年３月７日関東財務局長に提出

報告期間（自 平成28年３月１日 至 平成28年３月31日）平成28年４月５日関東財務局長に提出

報告期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年４月30日）平成28年５月10日関東財務局長に提出

報告期間（自 平成28年５月１日 至 平成28年５月31日）平成28年６月６日関東財務局長に提出

（6）有価証券届出書（組込方式）及びその添付書類

平成28年４月28日関東財務局長に提出

（7）有価証券届出書の訂正届出書

平成28年５月10日関東財務局長に届出

平成28年４月28日提出の有価証券届出書（組込方式）に係る訂正届出書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 

 

日本製罐株式会社      

 

  取締役会 御中  

 

      平成28年６月29日

 
 

東陽監査法人 

 

 

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 金 野  栄太郎  印 

 

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 安 達  則 嗣  印 

 

 

＜財務諸表監査＞

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる日本製罐株式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第111期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表

について監査を行った。
 
財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
監査意見

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本製罐

株式会社の平成28年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの

状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
強調事項 
１．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成28年４月28日開催の取締役会において、新生製缶株式会社の

株式を取得し、同社を子会社化することを決議した。 
２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成28年４月28日開催の取締役会において、第三者割当により発

行される第１回第三者割当新株予約権の募集を行うこと並びに割当予定先とのコミットメント条項付第三者割当契
約を締結することを決議し、平成28年５月16日に割当が完了した。 

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 
 



その他の事項

 会社の平成27年３月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人

は、当該財務諸表に対して平成27年６月26日付けで無限定適正意見を表明している。

 

＜内部統制監査＞ 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、日本製罐株式会社の平成28年

３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。
 
監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

 内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
監査意見

 当監査法人は、日本製罐株式会社が平成28年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報

告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

強調事項

 内部統制報告書の付記事項に記載されているとおり、会社は、平成28年４月28日開催の取締役会において、新生製缶の

株式を取得し、同社を子会社化することを決議した。

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上
 
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
 


